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未来に  帆っと  高砂未来に  帆っと  高砂
～高砂市は、平成26年7月1日に
　　　　　　市制60周年を迎えます～

TopicsTopics

平成２６年度各会計予算を可決！

～インターネットでもご覧いただけます～
代表質問・一般質問で市政を問う！ ❽～13

17～19

❷～❹

高砂市議会基本条例を制定しました！

～全会計総額６９１億８,７６９万円を可決しました～

2014

第1回臨時会
3月定例会
合併号

3月定例会の日程　2月26日 ～ 3月25日(28日間)
2月 26日 開会
  市長の施政方針並びに
  提案理由の説明

 27･28日 質疑（補正関係分）

3月  3･ 4日 委員会審査（補正関係分）

  5日 諸報告
  委員長報告、討論採決
  （補正関係分）

  6日 代表質問

  7～13日 質疑（当初関係分）

 14～17日 一般質問

 18～24日 委員会審査（当初関係分）

 25日 委員長報告、討論採決
  （当初関係分）
  質疑（追加提案）
  委員会審査（追加提案）
  委員長報告（追加提案）
  討論採決（追加提案）
  諸報告、質疑（議員提案）
  討論採決（議員提案）
  閉会

第1回臨時会の日程　1月15日 ～ 1月17日(3日間)
1月 15日 開会
  市長の提案理由の説明
  質疑

 16日 委員会審査

 17日 委員長報告、討論採決
  閉会

平成28年2月開館予定高砂市立図書館イメージ図（米田多目的広場）平成28年2月開館予定高砂市立図書館イメージ図（米田多目的広場）
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（第1回臨時会）議案概要及び委員会審査の概要報告

可決した事件議案
●訴訟の提起について（不当利得金等返還請求事件に
ついて、言い渡された判決に不服があるので、控訴
の提起をするもの）

可決した補正予算
●平成25年度高砂市一般会計補正予算

実施される主な事業
●互助会返還金回収事業（大阪高等裁判所への控訴に
係る経費）
●小学校施設建設事業（米田小学校大規模改造工事の
設計委託料）

（3月定例会）議 案 概 要

 一般会計 　327億5,195万円（対前年度比13.2％減）

 企業会計 　119億8,274万6千円（対前年度比23.5％増）
・水道事業  26億4,872万1千円
・工業用水道事業   3億 190万円
・病院事業  90億3,212万5千円　

 特別会計 　244億5,299万6千円（対前年度比9.4％増）
・国民健康保険事業 105億 890万7千円
・下水道事業  65億9,508万3千円
・後期高齢者医療事業   9億9,275万7千円
・介護保険事業  63億5,624万9千円

予算総額　６９１億８,７６９万２千円　（対前年度比０.８％減）　

文教厚生常任委員会
　当委員会では、付託されました補正予算１件について審査しました。
【補正予算】
第14回　平成25年度一般会計補正予算は、全員異議なく原案了承しました。
（国の補正予算を活用し、米田小学校の大規模改修を行うための工事設計委託料1,600万円）

平成26年度予算の概要

総務常任委員会
　当委員会に付託されました事件議案１件、補正予算１件について審査しました。
【事件議案】
●訴訟の提起については、不当利得金等返還請求事件の判決に対し控訴を提起するもので、審査の結果、賛成多数
で原案了承しました。
【補正予算】
●第14回　平成25年度高砂市一般会計補正予算については、主に不当利得金等返還請求事件の判決に対し控訴を
提起することに伴う経費の補正で、審査の結果、賛成多数で原案了承しました。

可決した事件議案
●兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共
団体の数の増減及び規約の変更（南あわじ市・洲本
市小中学校組合が脱退すること及び小野加東環境施
設事務組合の名称を変更することに伴い、兵庫県市
町村職員退職手当組合規約を変更するもの）
●権利の放棄（市が土地開発公社の借入金を弁済した
ことにより取得した求償権のうち、土地代物弁済を
受けた額を控除した額の求償権を放棄するもの）
●市道路線の認定（新規8路線を認定）
●市道路線の変更（1路線を変更）
●兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更

　（広域連合の副広域連合長の定数を改めるもの）
●高砂市公共下水道間の川ポンプ場の建設工事委託に
関する基本協定の締結（高砂市公共下水道間の川ポ
ンプ場建設工事を日本下水道事業団に委託するもの）
●不動産の取得（広域ごみ処理施設建設予定地の周辺
環境整備用地取得）

可決した条例等議案
●高砂市減債基金条例の一部を改正する条例
　（基金を処分することができる場合に、市債のうち
第三セクター等改革推進債の償還の財源に充てると
きを追加するもの） 3ページ左上＊へつづく
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●特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部を改正する条例（高砂市附属機関
等の基本方針に基づき、青少年補導センター運営協
議会は附属機関に類する機関であるため、別表から
除くもの）
●高砂市交通安全対策会議条例（高砂市附属機関等の
基本方針に基づき、交通安全対策会議を附属機関に
位置付けるため、新たに条例を定めるもの及び特別
職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す
る条例別表に交通安全対策会議を追加するもの）
●高砂市医療費助成条例の一部を改正する条例（老人
医療及び母子家庭等医療について、兵庫県第３次行
革プランを踏まえ負担の公平性及び均衡を配慮し、
所得制限額、自己負担割合及び負担限度額の見直し
を行うとともに、こども医療については、少子化対
策の一環として外来における一部負担金を無料化す
るもの）
●高砂市国民健康保険条例の一部を改正する条例（国
民健康保険運営協議会委員の定数を改めるもの）
●高砂市保育所条例の一部を改正する条例（高砂西保
育園を高砂幼稚園へ移転し幼保一体化施設とするも
の）
●高砂市介護保険条例の一部を改正する条例（迅速な
審査を図るため、高砂市介護認定審査会の委員の定
数を改めるもの）
●高砂市生石宿泊センター条例及び高砂市生石宿泊セ
ンターの休止に関する条例を廃止する条例（生石宿
泊センターを廃止することに伴うもの）
●高砂市市営住宅条例の一部を改正する条例（宮前、
阿弥陀、北山住宅の設置戸数の変更に伴うもの）
●高砂市消防長及び消防署長の資格を定める条例（消
防組織法の一部改正により消防長及び消防署長の資
格を定めるもの）
●高砂市消防手数料条例の一部を改正する条例（地方
公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に
伴い手数料を改定するもの）
●高砂市立学校条例の一部を改正する条例（北浜幼稚
園を移転させ北浜保育園と一体運営するもの）
●高砂市社会教育委員に関する条例の一部を改正する
条例（社会教育法の一部改正により委員の委嘱の基
準を定めるもの）
●高砂市市税条例等の一部を改正する条例（地方税法
の一部改正に伴い、必要な改正を行うもの）
●新築の住宅等に対して課する固定資産税軽減に関す
る条例の一部を改正する条例（地方税法の一部改正に
伴い、必要な改正を行うもの）
●高砂市消防団員退職報償金に関する条例の一部を改
正する条例（消防団員の退職報償金の支給額を引き
上げるもの）
●高砂市議会基本条例（P.17参照）

●高砂市議会委員会条例の一部を改正する条例
●高砂市議会会議規則
　（高砂市議会会議規則の全部を改正するもの）

可決した補正予算（25年度）
●平成25年度高砂市一般会計補正予算
●平成25年度高砂市国民健康保険事業特別会計補正予算
●平成25年度高砂市下水道事業特別会計補正予算
●平成25年度高砂市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算
●平成25年度高砂市介護保険事業特別会計補正予算
●平成25年度高砂市水道事業会計補正予算
●平成25年度高砂市病院事業会計補正予算

可決した予算（26年度）
●平成26年度高砂市一般会計予算
●平成26年度高砂市国民健康保険事業特別会計予算
●平成26年度高砂市下水道事業特別会計予算
●平成26年度高砂市後期高齢者医療事業特別会計予算
●平成26年度高砂市介護保険事業特別会計予算
●平成26年度高砂市水道事業会計予算
●平成26年度高砂市工業用水道事業会計予算
●平成26年度高砂市病院事業会計予算

可決した補正予算（26年度）
●平成26年度高砂市一般会計補正予算

実施される主な事業
●河川改良事業（鹿島川・松村川治水対策）
●消防活動事業（救急救命士の養成）
●公民館運営管理事業（市内８公民館にAEDを設置）
●水路管理事業（水路現況台帳を作成）
●橋りょう維持事業（市内橋りょうの補修点検）
●道路維持管理事業（幹線・準幹線舗装改修）
●地籍調査事業（高砂町木曽町の地籍調査）
●狭あい道路事業（整備要綱の策定）
●落石防止事業（牛谷急傾斜地調査）
●戸籍住民基本台帳事務事業（本人通知制度を実施）
●介護認定審査会運営事業（電子審査会システムの導入）
●（仮称）高砂市ユーアイ福祉交流センター建設事業
（平成27年3月開設）
●起業支援型地域雇用創出事業（地域農業再生事業・
ふるさとPR事業・空き家・空き店舗有効活用事業）
●企画事務事業（たかさご未来寄附金記念品の品目追加）
●臨時福祉給付金給付事業（消費税率の引き上げに際
しての特例給付金）
●子育て世帯臨時特例給付金給付事業（消費税率の引
き上げに際しての特例給付金）

＊

4ページ左上＊へつづく
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（3月定例会）議 案 概 要

人　　　　　　事
●固定資産評価審査委員会委員を選任するにつき同意しました。
 高砂市荒井町 堀　直樹
 高砂市曽根町 原　大五郎

●教育委員会委員を任命するにつき同意しました。
 高砂市伊保崎南 山名　克典

○平成26年度高砂市
　一般会計予算について

○不動産の取得について

可決

可決

議 案 ・ 議 決 状 況

議 員 氏 名
（議席順）

注　議長は採決に加わりません。

※ 高砂市議会会議規則 第70条第1項　議長が必要があると認めるとき、又は出席議員２人以上から要求があるときは、
　記名又は無記名の投票で表決をとる。

【議案概要】　○不動産の取得について
　　　　　　　　高砂市梅井6丁目814番5の土地を裁判所の競売による入札で取得するもの

記 名 投 票 結 果 賛成…○　反対…×

入
江　

正
人

鈴
木　

正
典

藤
森　

誠

中
西　

一
智

小
松
美
紀
江

大
塚　

好
子

生
嶋　

洋
一

川
端　

宏
明

西
野　
　

勝

砂
川　

辰
義

迫
川　

高
行

森　
　

秀
樹

福
元　
　

昇

横
山　

義
夫

北
野
誠
一
郎

鷹
尾　

治
久

今
竹　

大
祐

池
本　
　

晃

北
畑　

徹
也

木
谷　

勝
郎

鈴
木　

利
信

松
本　
　

均

○ ○ ○ ○ × ×
注
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ × × 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●JR曽根駅周辺整備事業（橋上駅化を想定）
●小松原地区整備事業（小松原４丁目のまちづくり）
●コミュニティバス運行事業（新たな公共施設のオー
プンに向けてダイヤの見直し）
●中筋住宅建設事業（市営中筋住宅の建替にかかる基
本設計委託料）
●新庁舎建設検討事業（高砂市新庁舎構想策定委員会
の設置）
●成人保健対策事業（血液検査による胃がんリスク検診）
●母子保健事業（屈折検査機器の導入）
●市民病院事業（気胸センターを創設予定）
●道路照明灯LED化事業（市内道路照明灯の借上料）
●ごみ減量化再資源化対策事業（生ごみ処理機の購入
費助成）
●水道事業（加古川堰堤補修工事）
●管渠建設事業（阿弥陀、春日野、曽根、魚橋、小松
原地区の汚水面整備工事）
●下水道事業公営企業会計移行事務事業（平成28年度
移行に向けての事務）
●文化財保存整備事業（文化財標柱の設置）
●新図書館建設事業（平成28年2月開館に向けて工事着工）

●市制60周年記念事業（ご当地博、記念式典、花と緑
とため池フェスティバル、子ども議会等）
●ポンプ場建設事業（間の川ポンプ場建設工事委託）

陳　情
不採択

●介護保険制度の見直しに関する陳情書
●介護保険制度の見直しに関する陳情書

継続審査

●「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出
に関する陳情
●「非核三原則の法制化」について
●「『子宮頸がん検診対策の充実』を促進し、ＨＰＶ
予防ワクチン接種事業の一時中止を求める意見書」
提出に関する陳情
●「原発事故子ども・被災者支援法」の速やかな具体
化を求める陳情
●中島３丁目に計画されている地域密着型・高齢者複
合施設（仮称）の建設地移転等の要請・陳情

＊
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委員会審査の概要報告

一般会計予算のうち、東部臨海広域行政協議会負担金に関し
ては、広域ごみ処理施設対策特別委員会との連合審査会を開
催し審査しました。

その他主な事業は以下のとおりです。
●新庁舎建設検討事業
　高砂市新庁舎構想策定委員会の設置
●市制60周年記念事業
　7月1日市制施行60周年記念式典
●高砂分署初度備品購入事業
　高砂分署改築に伴う初度備品の購入

総務常任委員会

兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更に
ついて
権利の放棄について
（土地開発公社解散に伴う市債権を放棄することについて）

第16回平成25年度高砂市一般会計補正予算

全員異議なく原案了承

全員異議なく原案了承

賛成多数で原案了承

【補正関係】

「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出に関する陳情

「非核三原則の法制化」について

「原発事故子ども・被災者支援法」の速やかな具体化を求める陳情

賛成多数で継続

賛成多数で継続

賛成多数で継続

【陳情】

高砂市減債基金条例の一部を改正する条例を定めることについて
（減債基金を第三セクター等の償還の財源に充てることが出来るようにする条例）
高砂市消防長及び消防署長の資格を定める条例を定めることについて
（資格基準の条例化）
高砂市消防手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて
（審査、検査等の手数料の改定）

平成26年度高砂市一般会計予算

全員異議なく原案了承

全員異議なく原案了承

全員異議なく原案了承

賛成多数で原案了承

【当初関係】

高砂市市税条例等の一部を改正する条例を定めることについて
（法人市民税の税率変更と軽四輪及び三輪、二輪車等の税額変更について）
新築の住宅等に対して課する固定資産税軽減に関する条例の一部を改正する条例を定め
ることについて
高砂市消防団員退職報償金に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて
（消防団員の退職報償金の変更を行うもので5万円の増額）
第17回平成25年度高砂市一般会計補正予算
（まちの元気交付金を有効活用するための財源更正の見直しによるもの）

第1回平成26年度高砂市一般会計補正予算

賛成多数で原案了承

全員異議なく原案了承

全員異議なく原案了承

全員異議なく原案了承

賛成多数で原案了承

【追加議案】

高機能消防指令センター
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【平成26年度予算　主な新規事業】
・平成27年3月　（仮称）高砂市ユーアイ福祉交流センター開設
・胃がん検診を従来のバリウム検査から、胃がんリスク検診に変更
・市内すべての公民館にＡＥＤを設置
・小中学校の普通教室と一部の特別教室に扇風機を設置
・高砂小学校・高砂中学校でモデル校として小中一貫教育の実施
・市民病院の呼吸器外科が3階東病棟に「気胸センター」を開設

※ 老人医療費及び母子家庭等医療費助成制度の所得制限については県基準
に改めるが、老人医療費助成制度における現行の対象者に対しては、経過
措置を設け、負担緩和を図る。県制度の見直しにより対象外となる母子家
庭等医療費助成制度における中学校の児童に対しては、高校卒業まで市独
自の制度として助成する。
 
　子ども医療費助成制度において、外来医療費の一部負担金の無料化を、
これまでの小学校３年生までを、中学校３年生までに拡大する。

第16回平成25年度　高砂市一般会計補正予算
第３回平成25年度　高砂市国民健康保険事業特別会計補正予算
第３回平成25年度　高砂市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
第４回平成25年度　高砂市介護保険事業特別会計補正予算
第４回平成25年度　高砂市病院事業会計補正予算
第17回平成25年度　高砂市一般会計補正予算
第５回平成25年度　高砂市病院事業会計補正予算

全員異議なく原案了承
全員異議なく原案了承
賛成多数で原案了承
全員異議なく原案了承
全員異議なく原案了承
全員異議なく原案了承
全員異議なく原案了承

【補正予算・当初予算】

中島3丁目に計画されている地域密着型・高齢者複合施設（仮称）の建設地移転等の
要請・陳情
介護保険制度の見直しに関する陳情書
介護保険制度の見直しに関する陳情書
『子宮頸がん検診対策の充実』を促進し、ＨＰＶ予防ワクチン接種事業の一時中止を
求める意見書｣提出に関する陳情

全会一致で継続

賛成少数で不採択
賛成少数で不採択

賛成多数で継続

【陳情】

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更について
高砂市医療費助成条例の一部を改正する条例を定めることについて　※
高砂市国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについて
高砂市保育所条例の一部を改正する条例を定めることについて
高砂市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を
定めることについて
高砂市学校条例の一部を改正する条例を定めることについて
高砂市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて

賛成多数で原案了承
賛成多数で原案了承
賛成多数で原案了承
全員異議なく原案了承
全員異議なく原案了承

全員異議なく原案了承

全員異議なく原案了承
全員異議なく原案了承

【事件議案・条例議案】

平成26年度　高砂市一般会計予算
平成26年度　高砂市国民健康保険事業特別会計予算
平成26年度　高砂市後期高齢者医療事業特別会計予算
平成26年度　高砂市介護保険事業特別会計予算
平成26年度　高砂市病院事業会計予算
第１回平成26年度　高砂市一般会計補正予算

賛成多数で原案了承
賛成多数で原案了承
賛成多数で原案了承
賛成多数で原案了承
全員異議なく原案了承
全員異議なく原案了承

文教厚生常任委員会

北浜こども園

（仮称）高砂市ユーアイ福祉交流センター



　当委員会に付託されました各議案については、以下の通り、現場視察も行い慎重に審査を進めました。

【事件議案】2件
　以下の2議案について審査し、2議案とも全員異議なく了承しました。
●市道路線の認定について
　新たに市道として、8路線が認定されます。
●市道路線の変更について

【条例議案】3件
　以下の3議案について審査を進め、3議案とも全員異議なく了承しました。
●高砂市交通安全対策会議条例を定めることについて
　交通安全対策基本法に基づき、この条例を定めてより明確化する。
●高砂市生石宿泊センター条例及び高砂市生石宿泊センターの休止に関する条例を廃止する条例を定めることについて
　休止していた生石宿泊センターを教育センターとして再利用するため、宿泊センターの関連条例を廃止するもの。
●高砂市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについて
　空き家となった木造市営住宅の戸数を精査し、条例に定める戸数の変更を行うもの。

【平成25年度補正予算】3件
　当委員会が所管する各部局の以下の事案について、より詳細な参考資料等を提出させて慎重に審査し、全員異議
なく了承しました。
●第16回一般会計補正予算
　①　農業委員会事務局の職員給与・手当などの減額補正について
　②　生活環境部の各事業の減額補正と増額補正について
　③　まちづくり部の各事業の減額と増額の補正及び平成25年度内に完成しない事業を翌年度へ繰り越すことについて
●第3回下水道事業特別会計補正予算
　下水道部の人件費の減額、各事業の減額と増額の補正及び平成25年度内に完成しない事業を翌年度へ繰り越すことに
ついて
●第3回水道事業会計補正予算
　水道事業所における各事業の減額補正について

【平成26年度当初予算】
　平成26年度当初の一般会計予算、下水道事業特別会計予算、水道事業会計予算、工業用水道事業会計について、
主な事業の現場視察も実施し、他の事業も併せて慎重に審査し、各予算とも全員異議なく了承しました。
●一般会計予算
　①　生活環境部

市制60周年記念事業、環境対策事業、ごみ減量化やごみ収集事業、商業振興事業、墓地整備事業、緊急雇用
就業機会創出事業などを中心に、追加参考資料の提出も受け、慎重に審査しました。

　②　まちづくり部　　　　
市道新設・改修事業、松村川浚渫事業、間の川整備事業、JR曽根駅周辺整備事業、橋りょう整備事業、市
営住宅整備事業、県道沖浜平津線整備事業、小松原地区区画整理事業など浸水対策を中心に、予算計上の考
え方や対策手法などについて、追加参考資料により慎重に審査を実施しました。特に、松村川浚渫事業につ
いては、周辺への影響等の調査や関係機関との協議を進めた上で、議会に報告後、執行したいとの答弁を得
て了承しました。

　③　農業委員会
　　　農業委員会運営事業費、地区農業委員会への補助金などについて
●下水道事業特別会計予算
　間の川や中島ポンプ場建設、雨水路整備計画策定委託、各浄化センター改修設計委託、
汚水面整備などの事業について審査しました。また、公営企業会計への移行状況につい
ても確認しました。
●水道事業会計予算
　水道管布設替工事や加古川市との緊急連絡管整備工事などの事業計画と公営企業会計
の基準見直しによる影響についても審査しました。
●工業用水道事業会計予算

【追加議案】3件
　追加された各議案とも、慎重審査の上、全員異議なく了承しました。
●高砂市公共下水道間の川ポンプ場の建設工事委託に関する基本協定を締結することについて
●第17回平成25年度一般会計補正予算
　まちづくり部の事業予算で、財源更生による補正について
●第1回平成26年度一般会計補正予算
　生活環境部が窓口となっている緊急雇用就業機会創出事業の県補助金の増額補正について

7 高砂市議会だより　2014（平成26）年６月　第177号

委員会審査の概要報告

建設環境経済常任委員会

鹿島幹線道路

曽根38号橋
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広域ごみ処理施設対策特別委員会

委員会審査の概要報告

当委員会に付託されました事件議案1件、第16回平成25年度補正予算、平成26年度一般会計予算、第1回平成26年
度補正予算について審査しました。
　
【事件議案】1件
●不動産の取得について
この議案は、広域ごみ処理施設の周辺整備を実施するために取得するものです。また、この土地は業者が産業廃
棄物処理施設の計画地です。賛成多数で原案了承されました。
梅井6丁目814番地5の競売土地を高砂市が３億7,260万円で落札しました。

【平成25年度補正予算】
・第16回平成25年度高砂市一般会計補正予算
　広域ごみ処理対策事業の予算で賛成多数で原案了承しました。

【平成26年度当初予算】
・平成26年度一般会計予算
　東播臨海広域行政協議会の負担金で賛成多数で原案了承しました。

【平成26年度補正予算】
・第1回平成26年度高砂市一般会計補正予算
　ごみ処理広域化対策事業で土地を取得しましたが、この土地には大量の産業廃棄物が放置されたままになって
いるため、訴訟委託料（弁護士費用等）の予算を計上しています。賛成多数で原案了承しました。

代　表　質　問
くわしい内容については図書館や各公民館に備え付けられている「兵庫県高砂市議会定例会会議録」に
収められていますのでご利用ください。（３月定例会の会議録は６月に完成する予定です。）

財
政
の
現
状
認
識
に
つ
い
て　

ほ
か

新
政
会
　
　
池
本
　
晃

政
権
へ
の
支
持
を
高
め
た

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
だ
が
、

「
第
３
の
矢
」
で
あ
る
成
長
戦

略
も
失
速
し
て
お
り
、
色
あ
せ

た
印
象
が
ぬ
ぐ
え
な
い
と
批
評

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
批
評

に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ

れ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

株
高
と
円
安
と
い
う
現
象

を
も
た
ら
し
、
輸
出
関
連

を
中
心
に
企
業
業
績
が
大
幅
に

改
善
す
る
な
ど
、
一
定
の
効
果

を
持
た
せ
た
こ
と
は
評
価
し
て

い
る
。

　

し
か
し
、
地
方
経
済
や
個
人

所
得
の
増
加
な
ど
、
全
国
に
そ

の
効
果
が
浸
透
し
て
い
る
と
は

言
い
が
た
く
、
こ
れ
ま
で
の
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
へ
の
期
待
感
が
現

実
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
さ
ら

に
期
待
し
て
い
る
。

経
営
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

自
治
体
職
員
に
今
求
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
日
常
業

務
だ
け
で
は
な
く
、
我
が
町
全

体
に
対
し
て
も
常
に
問
題
意
識

を
持
っ
て
、
住
民
と
よ
り
多
く

接
触
し
て
情
報
を
得
た
り
、
説

明
に
応
じ
た
り
地
域
の
人
々
の

輪
に
入
っ
て
、
町
全
体
の
活
力

に
つ
な
げ
て
い
く
、
す
な
わ
ち

職
員
の
政
策
立
案
能
力
の
開
発

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組

ん
で
い
か
れ
る
の
か
。

日
常
業
務
や
地
域
と
の
か

か
わ
り
の
中
で
、
積
極
的

に
市
民
の
声
を
聞
き
、
行
政
課

題
を
発
見
し
、
課
題
解
決
に
向

け
た
政
策
を
立
案
実
行
す
る
こ

と
は
、
地
方
分
権
化
が
進
む
現

在
、
行
政
運
営
か
ら
行
政
経
営

へ
と
転
換
を
図
る
中
で
、
自
治

体
職
員
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
能

力
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

市
民
ニ
ー
ズ
が
複
雑
、
多
様

化
し
て
い
く
中
で
、
政
策
の
立

案
に
は
従
来
の
枠
組
み
に
と
ら

わ
れ
な
い
新
た
な
視
点
や
、
柔

軟
な
発
想
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

浸
水
対
策
事
業
に
つ
い
て

膨
大
な
事
業
費
や
財
源
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
。間

の
川
整
備
を
含
め
た
下

水
道
整
備
、
松
村
川
整
備

の
各
事
業
に
お
い
て
、
平
成
34

年
ま
で
の
10
年
間
で
２
３
９
億

円
、
そ
れ
以
降
、
平
成
44
年
ま

で
に
予
定
し
て
い
る
鹿
島
川

整
備
事
業
を
含
め
る
と
、
総

額
２
７
８
億
円
の
整
備
費
用
を

見
込
ん
で
い
る
。

ど
こ
ま
で
の
雨
に
対
処
す

る
対
策
を
講
じ
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
。

１
時
間
当
た
り
80
ミ
リ
前

後
の
降
雨
に
対
し
、
一
部

冠
水
地
区
は
残
る
が
、
平
成
25

年
度
か
ら
の
５
年
間
で
床
上
浸

水
の
解
消
、
そ
の
後
の
５
年
間

で
床
下
浸
水
の
解
消
を
め
ざ
し

て
事
業
を
実
施
し
て
い
く
。

高
砂
市
民
病
院
に
つ
い
て

資
金
不
足
が
見
込
ま
れ
、

一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
れ

を
し
て
も
、
市
民
に
安
全
・
安

心
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ

れ
で
よ
し
と
考
え
る
。
い
ろ
い

ろ
と
事
業
努
力
を
さ
れ
、
高
砂

市
民
病
院
を
、
ぜ
ひ
と
も
再
建

す
る
よ
う
希
望
を
い
た
し
ま
す
。

市
長
の
ご
意
見
を
お
伺
い
し
ま

す
。

良
質
な
医
療
と
経
営
の
両

立
は
公
立
病
院
で
も
求
め

ら
れ
て
お
り
、
病
院
職
員
が
一

丸
と
な
っ
て
収
益
確
保
へ
の
取

り
組
み
、
さ
ら
な
る
経
営
削
減

へ
の
努
力
を
懸
命
に
行
っ
て
い

る
。Ｊ

Ｒ
曽
根
駅
橋
上
化
に
つ
い
て

利
便
性
の
向
上
を
め
ざ
し

て
引
き
続
き
Ｊ
Ｒ
西
日
本

と
の
協
議
を
積
極
的
に
進
め
る

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
方

向
性
や
可
能
性
を
含
め
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

Ｊ
Ｒ
西
日
本
と
の
協
議
状

況
に
つ
い
て
、
現
時
点
で

橋
上
駅
化
に
対
す
る
同
意
を
得

る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
自
由
通
路
を
有
し
た

橋
上
駅
や
南
北
駅
前
広
場
、
市

道
拡
幅
整
備
な
ど
、
概
算
で
も

30
数
億
円
と
試
算
し
て
い
る
が
、

今
後
の
Ｊ
Ｒ
と
の
協
議
の
中
で

さ
ら
に
増
え
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。

　

今
後
の
方
向
性
と
し
て
は
、

橋
上
駅
化
の
実
現
に
は
再
開
発

と
あ
わ
せ
る
な
ど
の
投
資
効
果

も
必
要
で
あ
り
、
実
現
に
向
け

て
、
引
き
続
き
粘
り
強
く
取
り

組
ん
で
い
く
。

問問

問

問

問問

答答

答

答答

答
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環
境
悪
化
が
市
内
に
集
中

ご
み
広
域
化
は
白
紙
撤
回
を
！　

ほ
か
日
本
共
産
党
　
　
小
松
　
美
紀
江

「
ご
み
焼
却
炉
の
完
全
撤

退
」
を
要
求
し
た
署
名

は
、
梅
井
地
区
60
数
％
、
高
須

地
区
90
％
の
署
名
を
占
め
登
市

長
に
提
出
さ
れ
た
。
焼
却
施
設

周
辺
住
民
の
根
強
い
反
対
意
志

を
市
長
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と

め
て
い
ま
す
か
。
民
意
を
反
映

し
な
い
市
民
を
置
き
去
り
に
し

た
広
域
化
を
推
進
す
る
市
長
の

政
治
姿
勢
を
問
う
。

市
が
必
要
性
、
安
全
性
に

つ
い
て
、
隠
さ
ず
明
ら
か

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
理
解
を

得
ら
れ
る
と
考
え
、
今
後
も
今

ま
で
と
同
様
に
説
明
等
は
行

う
。環

境
悪
化
が
市
内
に
集
中

ご
み
処
理
広
域
化
は
、
排

ガ
ス
・
騒
音
・
悪
臭
・
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
・
車
両
渋
滞
な
ど

を
集
中
さ
せ
、
市
民
へ
の
痛
み
、

環
境
悪
化
の
不
安
の
解
消
の
目

途
が
無
い
。
不
安
の
解
消
を
ど

う
し
ま
す
か
。

排
ガ
ス
の
排
出
基
準
に
つ

い
て
は
、
法
令
を
上
回
る

厳
し
い
自
主
基
準
値
を
設
定

し
、
ご
み
搬
入
車
両
の
増
加
に

よ
る
環
境
悪
化
に
つ
い
て
も
、

搬
入
道
路
の
舗
装
改
修
を
行

う
。南

海
ト
ラ
フ
地
震
津
波
の
懸
念

巨
大
地
震
津
波
浸
水
を
防

ぐ
完
全
な
対
策
は
な
く
、

大
丈
夫
だ
と
い
う
保
障
は
ど
こ

に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
何
百
億
円

と
い
う
大
型
炉
を
作
っ
て
、
も

し
南
海
ト
ラ
フ
な
ど
何
か
あ
っ

た
と
き
に
は
だ
れ
が
責
任
を
と

る
の
で
す
か
。

　

そ
れ
で
も
、
海
岸
近
く
の
美

化
セ
ン
タ
ー
に
大
型
炉
の
建
設

を
急
ぐ
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
の

で
す
か
。

県
の
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地

震
津
波
浸
水
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
結
果
は
、
当
地
域
は

浸
水
し
な
い
、
影
響
を
受
け
な

い
と
あ
る
が
、
地
震
津
波
浸
水

等
に
対
し
て
も
対
策
を
講
じ
た

施
設
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。

国
保
・
介
護
保
険
料
の

引
き
下
げ
を

国
保
・
介
護
保
険
料
が
高

い
原
因
は
歴
代
の
自
民
・

公
明
政
権
、
民
主
党
な
ど
が
福

祉
切
り
捨
て
政
策
を
遂
行
し
、

法
の
改
悪
を
行
っ
た
こ
と
に
あ

る
。
他
市
で
は
財
政
難
の
な
か

で
も
引
き
下
げ
て
お
り
国
保
・

介
護
料
の
引
き
下
げ
と
減
免
制

度
の
拡
充
を
求
め
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
料
の
引
き

下
げ
に
は
、
財
源
の
確
保

が
必
要
と
な
り
、
税
負
担
の
公

平
性
の
観
点
か
ら
保
険
料
を
引

き
下
げ
る
目
的
だ
け
の
一
般
会

計
か
ら
の
繰
り
入
れ
は
、
適
切

で
な
い
と
考
え
る
。

　

減
免
制
度
に
つ
い
て
は
、
保

険
料
負
担
軽
減
措
置
等
の
公
的

措
置
に
加
え
、
市
独
自
の
減
収

減
免
や
退
職
減
免
措
置
を
講
じ

て
い
る
。

　

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

低
所
得
者
へ
の
配
慮
の
た
め
、

累
進
性
を
増
し
負
担
の
軽
減
を

図
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
減
収
、
災
害
等
に
よ

る
介
護
保
険
料
の
減
免
制
度

や
、
低
所
得
者
な
ど
へ
の
利
用

料
の
軽
減
に
も
対
応
し
て
い

る
。中

学
校
給
食
実
施
の
今
後
の

方
向今

年
度
、
高
砂
中
学
校
で

実
施
さ
れ
ま
す
が
、
残
さ

れ
た
市
内
５
中
学
校
の
実
施
計

画
を
お
示
し
下
さ
い
。

残
り
の
５
中
学
校
に
つ
い

て
は
、
教
育
委
員
会
と
も

十
分
検
討
を
重
ね
て
適
切
な
時

期
に
導
入
し
た
い
。

男
女
平
等
の
市
政
運
営
を

求
め
る両

性
の
権
利
の
平
等
、
性

に
も
と
づ
く
差
別
の
禁
止

は
国
連
憲
章
に
規
定
、
国
連
総

会
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
女

性
の
活
力
を
い
か
す
市
政
を
求

め
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実

現
を
め
ざ
し
、
効
果
的
か

つ
実
効
性
を
持
っ
た
取
り
組
み

を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
る
。

　

第
２
次
た
か
さ
ご
男
女
共
同

参
画
プ
ラ
ン
に
お
い
て
、
女
性

の
能
力
発
揮
促
進
の
た
め
の
セ

ミ
ナ
ー
や
相
談
、
情
報
の
提
供

を
行
う
等
、
女
性
の
支
援
事
業

を
強
化
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。

問問問

問

問 問

答答

答

答 答

答

財
政
運
営
に
つ
い
て　

ほ
か

公
明
党
　
　
砂
川
　
辰
義

財
政
の
「
見
え
る
化
」
の

推
進
は
必
要
。
何
に
、
い

く
ら
使
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
成

果
が
で
た
の
か
。
何
に
い
く
ら

使
っ
た
の
か
説
明
が
必
要
。
公

会
計
の
取
り
組
み
は
。

約
８
割
の
地
方
公
共
団
体

が
採
用
し
て
い
る
総
務
省

方
式
の
改
訂
モ
デ
ル
か
ら
複
式

簿
記
・
発
生
主
義
会
計
で
あ
る

基
準
モ
デ
ル
へ
の
移
行
を
考
え

て
い
る
。
総
務
省
に
設
置
さ
れ

た
今
後
の
新
地
方
公
会
計
の
推

進
に
関
す
る
研
究
会
が
、
最
終

報
告
を
す
る
予
定
で
あ
り
、
今

後
の
公
会
計
の
あ
り
方
が
地
方

に
要
請
さ
れ
る
と
考
え
て
お

り
、
そ
の
時
点
で
、
経
費
、
人

材
な
ど
を
考
慮
し
、
ま
た
活
用

方
法
等
に
つ
い
て
も
検
討
し
て

い
き
た
い
。

民
間
資
金
の
活
用
に
つ
い
て

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
募
金
活
動
が
、
多
く
の

人
々
に
よ
っ
て
気
軽
に
寄
付
に

参
加
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
。
ど
の

よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の

か
、
導
入
に
当
た
っ
て
の
有
効

性
や
実
効
性
に
つ
い
て
。

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
は
、
資
金
の
集
ま
り
具

合
か
ら
、
そ
の
事
業
に
対
す
る

支
持
が
事
業
実
施
前
に
確
認
で

き
る
た
め
、
ニ
ー
ズ
把
握
に
は

有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
大
規
模
事
業
に
お

い
て
、
資
金
が
思
う
よ
う
に
集

ま
ら
ず
事
業
が
進
ま
な
い
と

い
っ
た
事
例
も
あ
り
、
実
効
性

で
の
課
題
が
あ
る
。

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

高
砂
市
の
特
性
に
応
じ

た
、
体
制
整
備
と
進
め
方

に
つ
い
て
。

庁
内
の
保
健
・
医
療
・
住

宅
・
地
域
振
興
な
ど
の
関

係
部
局
と
連
携
し
な
が
ら
、
具

体
的
な
取
り
組
み
内
容
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

地
域
福
祉
の
課
題
に
つ
い
て

互
助
の
強
化
が
必
要
と
考

え
る
が
見
解
は
。

互
助
の
強
化
は
、
ま
す
ま

す
重
要
と
な
っ
て
く
る
の

で
、
今
後
も
地
域
福
祉
の
担
い

手
づ
く
り
に
努
め
て
い
き
た

い
。明

姫
幹
線
南
地
区
に
つ
い
て

特
別
委
員
会
の
報
告
を
受

け
て
今
後
ど
の
よ
う
に
取

り
組
む
の
か
。

地
権
者
へ
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
、
市
街
化
調
整
区

域
の
ま
ち
づ
く
り
手
法
を
検
討

す
る
エ
リ
ア
を
選
定
し
て
い
き

た
い
。

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
に
つ

い
て
も
、
制
定
に
向
け
て
事
務

を
進
め
て
い
る
。

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

県
は
老
朽
化
し
た
空
き
家

撤
去
に
取
り
組
む
市
町
に

対
し
、
撤
去
費
用
の
一
部
の
助

成
を
平
成
26
年
度
か
ら
始
め

る
。
当
市
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
。

兵
庫
県
が
２
月
に
策
定
し

た
空
き
家
の
適
正
管
理
や

撤
去
を
目
的
と
し
た
条
例
を
つ

く
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に

条
例
化
を
進
め
て
い
き
た
い
。

国
保
運
営
の
広
域
化
に
つ
い
て

「
国
民
皆
保
険
の
最
後
の

砦
」
と
い
わ
れ
る
国
民
健

康
保
険
制
度
。
政
府
は
運
営
主

体
を
、
市
町
村
か
ら
都
道
府
県

単
位
に
広
域
化
す
る
具
体
策
を

議
論
し
て
い
る
。
将
来
を
見
据

え
た
現
状
の
課
題
は
。
ま
た
、

広
域
化
は
財
政
安
定
の
第
一
歩

だ
。

国
民
健
康
保
険
事
業
を
取

り
巻
く
状
況
は
依
然
と
し

て
厳
し
く
、
適
正
な
保
険
料
率

の
設
定
、
収
納
率
の
向
上
、
医

療
費
適
正
化
が
課
題
と
考
え
て

い
る
。

教
育
行
政
に
つ
い
て

教
育
は
次
の
時
代
の
人
間
を
創

る
尊
い
事
業
、
政
治
権
力

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い

自
立
性
が
欠
か
せ
な
い
。
四
権

分
立
に
つ
い
て
、
教
育
権
の
独

立
に
つ
い
て
伺
う
。

教
育
権
に
は
二
つ
の
説
が
あ

り
、
一
つ
は
、
国
家
教
育

権
と
い
う
説
、
も
う
一
つ

は
、
国
民
教
育
権
と
い
う
説
で

あ
り
、
ど
ち
ら
の
説
も
一
長
一

短
が
あ
り
、
双
方
の
バ
ラ
ン
ス

を
保
ち
な
が
ら
教
育
権
と
い
う

も
の
を
捉
え
て
い
く
べ
き
だ
と

考
え
て
い
る
。

問問

問問

問問

問問

答答

答答

答 答答

答
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第
４
次
行
政
改
革
の
４
年
間
の
評
価
と

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て　

ほ
か

民
主
ク
ラ
ブ
　
　
福
元
　
昇

「
経
営
体
制
の
整
備
」

（
組
織
改
正
、
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
確
立
、
人
材

の
育
成
と
適
正
配
置
）
に
つ
い

て
の
評
価
と
課
題
へ
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

市
民
ニ
ー
ズ
や
行
政
課
題

に
的
確
か
つ
効
率
的
に
対

応
す
る
た
め
の
組
織
改
正
を
実

施
し
、
平
成
25
年
度
か
ら
は
、

室
長
の
職
責
を
明
確
化
し
、
権

限
を
大
幅
に
移
譲
し
た
室
制
へ

と
移
行
さ
せ
、
室
長
は
、
所
掌

す
る
課
の
取
り
ま
と
め
な
ど
の

事
務
的
な
責
任
、
権
限
を
持
ち
、

部
長
は
、
市
全
体
、
地
域
全
体

を
経
営
的
な
観
点
か
ら
の
部
の

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
い
、
他
の

部
・
室
と
の
連
携
、
協
力
を
密

に
し
て
い
く
よ
う
組
織
構
造
の

見
直
し
を
行
っ
た
。
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
つ
い

て
は
、
平
成
23
年
度
よ
り
、
組

織
目
標
の
共
有
化
と
役
割
分
担

を
明
確
に
し
た
統
合
型
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
制
度
を
導
入
し
、
重
点

課
題
に
つ
い
て
の
進
捗
管
理
と

取
り
組
み
の
評
価
を
実
施
し
て

い
る
。
平
成
23
年
度
に
人
材
育

成
基
本
方
針
を
改
定
し
、
こ
れ

か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
職

員
像
を
示
し
、
人
材
育
成
の
方

策
を
明
ら
か
に
し
、
取
り
組
み

を
進
め
、
人
事
ヒ
ア
リ
ン
グ
等

を
通
じ
、
適
正
配
置
に
も
努
め

て
い
る
。

新
た
な
行
政
改
革
の
方
向

性
に
つ
い
て
は
、
人
口
減

少
と
超
少
子
高
齢
化
社
会
や
イ

ン
フ
ラ
老
朽
化
な
ど
負
担
す
べ

き
費
用
の
増
加
等
の
「
２
０
５

０
年
」
問
題
を
踏
ま
え
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
高

砂
市
の
人
口
推
計
及
び
新
た
な

行
政
改
革
の
方
向
性
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

国
立
社
会
保
障
人
口
問
題

研
究
所
の
日
本
の
将
来
推

計
人
口
に
よ
る
と
、
高
砂
市
の

人
口
は
、
２
０
４
０
年
の
推
計

と
な
る
が
、
約
７
万
５
，
５
０

０
人
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

　

現
行
の
第
４
次
行
政
改
革
大

綱
は
、
平
成
26
年
度
ま
で
を
期

間
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
も

引
き
続
き
取
り
組
み
が
必
要
で

あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
行
政
改
革

の
あ
り
方
（
案
）
に
あ
る
考
え

方
に
沿
っ
た
新
た
な
大
綱
の
策

定
を
進
め
て
い
く
。

市
民
病
院
の
経
営
に
つ
い
て

病
院
経
営
に
影
響
を
及
ぼ

す
、
平
成
26
年
度
診
療
報

酬
改
定
等
の
国
の
具
体
的
な
医

療
施
策
の
動
向
及
び
県
内
の
医

療
施
策
に
対
す
る
県
の
動
向
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

将
来
的
な
入
院
、
外
来
、

疾
患
別
患
者
数
等
の
医
療

需
要
の
把
握
、
そ
の
医
療
事
業

に
見
合
う
２
次
医
療
圏
ご
と
の

医
療
機
能
別
の
必
要
量
を
把
握

し
、
将
来
め
ざ
す
べ
き
医
療
提

供
体
制
を
実
現
す
る
た
め
の
施

策
の
確
立
、
医
療
機
能
の
分
化

連
携
を
進
め
る
た
め
の
施
設
設

備
の
整
備
、
医
療
従
事
者
の
確

保
・
養
成
等
を
行
っ
て
い
く
こ

と
が
国
・
県
の
医
療
施
策
の
動

向
で
あ
る
。

今
後
は
社
会
状
況
の
変
化

に
あ
わ
せ
て
、
長
期
療
養

患
者
の
受
け
入
れ
や
、
在
宅
医

療
に
つ
い
て
も
対
応
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

今
後
の
方
向
性
も
含
め
見
解
を

伺
い
た
い
。

地
域
に
密
着
し
た
病
院
と

し
て
の
方
向
性
を
定
め
、

広
く
患
者
を
受
け
入
れ
し
、
急

性
期
医
療
だ
け
で
は
な
い
病
院

と
し
て
新
た
な
取
り
組
み
を

行
っ
て
、
地
域
全
体
で
考
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

で
あ
る
。

安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て

水
門
・
堤
防
・
ポ
ン
プ
場

等
浸
水
対
策
に
重
要
な
既

存
施
設
の
耐
震
診
断
を
実
施
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

見
解
を
伺
い
た
い
。

ま
ず
は
現
在
、
計
画
し
て

い
る
浸
水
対
策
事
業
を
最

優
先
と
し
て
進
め
、
そ
の
後
、

地
震
の
際
に
最
低
限
維
持
す
べ

き
機
能
の
確
保
等
を
考
慮
し
、

耐
震
診
断
を
行
っ
た
う
え
で
段

階
的
な
施
設
整
備
を
進
め
て
い

く
。ス

ポ
ー
ツ
の
振
興
に
つ
い
て

気
軽
に
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し

め
る
場
所
の
確
保
に
向
け

た
取
り
組
み
状
況
と
課
題
も
含

め
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
現
状
認

識
と
今
後
の
整
備
計
画
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
に

つ
い
て
は
、
生
涯
ス
ポ
ー

ツ
、
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
・

振
興
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
も

老
朽
化
が
進
ん
で
お
り
、
施
設

利
用
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
、
急
を
要
す
る
箇
所

か
ら
順
次
改
修
、
修
繕
を
実
施

し
て
い
る
。

問問

問

問問

問

答

答

答答 答

答

水
害
・
災
害
対
策　

ほ
か

財
政
・
福
祉
ネ
ッ
ト
　
　
鈴
木
　
利
信

高
砂
市
の
障
が
い
者
・
高

齢
者
の
支
援
対
象
と
そ
の

現
状
、
同
意
の
状
況
、
ま
た
避

難
支
援
体
制
は
ど
う
か
。
ま
た

市
内
の
事
業
者
の
協
力
体
制
は
。

自
治
会
等
に
個
人
情
報
の

提
供
を
同
意
し
た
方
は
、

平
成
25
年
３
月
末
現
在
で
８
９

５
名
で
あ
る
。
現
在
、
新
た
な

同
意
者
を
含
め
そ
の
結
果
を
シ

ス
テ
ム
へ
登
録
す
る
作
業
を
進

め
て
い
る
。

　

避
難
支
援
体
制
は
、
個
別
支

援
計
画
の
策
定
を
実
施
す
る
か

ど
う
か
意
向
調
査
を
行
っ
た
。

　

事
業
者
と
の
協
力
体
制
の
整

備
に
つ
い
て
は
、
市
内
の
介
護

福
祉
施
設
や
障
害
者
施
設
に
対

し
て
、
随
時
協
力
要
請
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

地
域
の
防
災
体
制
を
整
備

し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

各
地
の
公
民
館
だ
け
で
は
な
く
、

地
区
の
自
治
会
館
の
備
蓄
等
の

状
況
は
。
ま
た
自
治
会
館
の
耐

震
性
の
向
上
も
必
要
で
は
。
ま

た
そ
の
把
握
状
況
は
。
ま
た
土

の
う
の
事
前
配
備
等
や
自
主
防

災
組
織
の
組
織
率
と
防
災
訓
練

等
の
実
施
状
況
は
ど
う
か
。

自
主
防
災
組
織
を
結
成
し

た
自
治
会
等
に
対
し
、
防

災
用
品
等
を
整
備
し
て
い
る
。

　

昭
和
56
年
６
月
以
前
の
耐
震

基
準
に
満
た
な
い
建
築
物
で
あ

る
自
治
会
館
に
つ
い
て
は
、
耐

震
補
強
の
必
要
が
あ
る
。

　

土
の
う
の
配
備
は
、
市
内
63

箇
所
に
約
７
，
０
０
０
袋
、
他

に
消
防
本
部
２
，
３
５
０
袋
、

消
防
７
分
団
に
３
，
３
０
０
袋
、

市
役
所
に
１
，
０
０
０
袋
の
合

計
約
１
万
３
，
６
５
０
袋
を
分

散
備
蓄
し
て
い
る
。

　

自
主
訓
練
の
実
施
状
況
と
し

て
、
毎
年
小
学
校
で
総
合
防
災

訓
練
を
行
っ
て
い
る
。

高
砂
市
の
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
養
成
の
状
況
や
、

中
学
高
校
生
に
も
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
で
き
る
よ

う
な
日
ご
ろ
か
ら
の
備
え
が
必

要
で
は
。

災
害
時
に
迅
速
か
つ
効
果

的
な
救
援
活
動
を
行
え
る

よ
う
、
災
害
発
生
時
に
自
発
的

に
救
援
活
動
を
希
望
す
る
個
人
、

団
体
を
市
に
登
録
し
て
い
る
。

　

社
会
福
祉
協
議
会
内
に
あ
る

高
砂
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
セ

ン
タ
ー
が
毎
年
高
校
生
を
対
象

に
し
た
サ
マ
ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

体
験
教
室
を
開
催
し
て
い
る
。

病
院
の
経
営
健
全
化

市
民
病
院
の
今
後
の
改
善

策
は
。
ま
た
「
物
忘
れ
外

来
」
を
設
置
し
て
、
認
知
症
の

対
応
に
積
極
的
に
取
り
組
む
の

は
ど
う
か
。

こ
れ
か
ら
の
新
た
な
収
益

確
保
へ
の
取
り
組
み
と
し

て
、
呼
吸
器
外
科
分
野
で
全
国

的
に
も
数
少
な
い
気
胸
セ
ン

タ
ー
を
開
設
し
た
。

　

認
知
症
対
策
へ
の
ニ
ー
ズ
は

非
常
に
高
い
と
認
識
し
て
い
る

が
、
精
神
科
常
勤
医
師
が
不
在

の
た
め
、
「
物
忘
れ
外
来
」
や
、

よ
り
専
門
性
の
高
い
認
知
症
検

査
や
治
療
は
現
状
で
は
困
難
で

あ
る
。

ゴ
ミ
減
量
対
策

高
砂
市
の
ご
み
減
量
対
策

は
。
ま
た
学
校
で
の
生
ご

み
の
リ
サ
イ
ク
ル
は
。

収
集
可
燃
ご
み
量
は
、
平

成
24
年
度
に
は
年
間
で
約

１
，
０
０
０
ト
ン
減
少
、
平
成

25
年
度
も
約
１
，
０
０
０
ト
ン

近
く
減
少
す
る
と
予
測
を
し
て

い
る
。
こ
の
状
態
で
順
調
に
減

少
す
れ
ば
、
必
要
と
さ
れ
る
ご

み
減
量
は
可
能
で
あ
る
と
考
え

る
。

　

小
学
校
で
の
生
ご
み
の
リ
サ

イ
ク
ル
は
、
４
年
生
の
環
境
教

育
の
中
で
、
学
校
給
食
の
残
さ

を
ダ
ン
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
で

堆
肥
化
す
る
取
り
組
み
を
実
施

し
て
い
る
。

就
労
支
援
と
自
殺
対
策

若
者
の
雇
用
対
策
は
。
ま

た
障
が
い
者
の
雇
用
支
援

は
。

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と

維
持
の
た
め
、
よ
り
機
動

的
で
効
果
的
な
執
行
体
制
を
組

め
る
よ
う
、
従
来
の
任
期
付
フ

ル
タ
イ
ム
職
員
の
制
度
に
加
え
、

平
成
24
年
度
に
任
期
付
短
時
間

勤
務
職
員
の
制
度
を
導
入
し
た
。

　

障
害
者
雇
用
に
つ
い
て
毎
年

兵
庫
県
が
実
施
を
し
て
い
る
障

害
者
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
事
業

に
お
い
て
、
職
場
実
習
生
の
受

け
入
れ
を
行
っ
て
い
る
。

高
砂
市
の
自
殺
の
実
体
と

若
年
者
の
自
殺
の
現
状
は
。

自
殺
者
数
は
20
人
前
後
で
、

10
代
は
な
し
で
あ
る
。

高
砂
市
の
学
校
に
お
け
る

自
殺
予
防
の
啓
発
や
自
死

遺
族
対
策
は
。

学
校
危
機
対
応
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
で
自
殺
へ
の
対
応

と
し
て
未
然
防
止
、
早
期
対
応

に
心
が
け
る
と
と
も
に
、
各
学

校
で
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
活
用
し

た
研
修
を
行
い
、
自
殺
予
防
の

啓
発
を
行
っ
て
い
る
。

問問

問

問問問

問問

答答

答

答答答

答答
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健
康
輝
く
ま
ち
づ
く
り
に

向
け
て　

ほ
か

迫
川
　
高
行

健
康
づ
く
り
の

体
制
整
備
に
向

け
て
、
地
域
活
動
の

中
心
者
と
な
る
人
づ

く
り
・
組
織
作
り
な

ど
、
具
体
的
な
施
策

に
つ
い
て
伺
う
。

平
成
26
年
度
か

ら
高
齢
者
を
対

象
に
地
域
づ
く
り
を

展
開
す
る
。

　

介
護
予
防
事
業
の

地
域
支
援
事
業
の
一

環
と
し
て
、
い
き
い
き

１
０
０
歳
体
操
を
計

画
し
、
高
年
介
護
課
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
が
啓
発
活
動
を

行
い
、
健
康
増
進
課

は
、
体
験
講
座
、
サ

ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

を
実
施
し
、
地
域
展

開
に
つ
い
て
は
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

が
行
う
。
こ
の
体
操
が

地
域
で
継
続
し
て
実

施
で
き
る
よ
う
に
、
サ

ポ
ー
タ
ー
の
育
成
を

行
い
、
各
担
当
課
の
連

携
も
密
に
し
、
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。

伊
丹
市
な
ど
で

既
に
実
施
さ
れ

て
い
る
「
24
時
間
・
年

中
無
休
の
住
民
向
け

電
話
健
康
相
談
」
の

導
入
に
つ
い
て
提
案

す
る
、
ご
所
見
を
伺

う
。

伊
丹
健
康
医
療

相
談
ダ
イ
ヤ
ル

24
の
相
談
実
績
を
見

る
と
、
小
さ
い
子
ど
も

を
養
育
し
て
い
る
保

護
者
の
電
話
相
談
が

多
い
こ
と
か
ら
、
兵
庫

県
及
び
東
播
磨
圏
域

で
実
施
を
し
て
い
る

小
児
救
急
医
療
電
話

相
談
の
利
用
に
つ
い
て

の
啓
発
、
周
知
に
努

め
て
い
き
た
い
。

呉
市
で
の
レ
セ

プ
ト
を
活
用
し

た
健
康
管
理
シ
ス
テ

ム
に
よ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
使
用
促
進
通
知
、

レ
セ
プ
ト
点
検
、
レ
セ

プ
ト
デ
ー
タ
を
も
と

と
し
た
保
健
事
業
の

推
進
な
ど
、
国
保
事

業
の
医
療
費
適
正
化

に
向
け
て
、
本
市
で
も

実
施
す
べ
き
と
考
え

る
。
ご
所
見
を
伺
う
。

平
成
26
年
度
中
に
運

用
を
予
定
し
て

い
る
国
民
健
康

保
険
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ

ス
テ
ム
を
活
用
す
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
レ

セ
プ
ト
デ
ー
タ
や
特

定
健
診
デ
ー
タ
を
連

携
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
の
医
療
費

分
析
や
健
康
課
題
の

把
握
が
で
き
る
。

問答

問 答答

問

治
水
対
策
に

つ
い
て　

ほ
か

入
江
　
正
人

16
年
間
、
議
会
質

疑
、
県
、
市
へ
の
要
望

書
提
出
や
署
名
活
動

を
通
じ
て
浸
水
対
策

の
提
言
を
し
続
け
て

き
た
結
果
、
や
っ
と
一

歩
進
み
出
し
た
対
策

に
つ
い
て
。

間
の
川
ポ
ン
プ

場
稼
働
ま
で
の

５
年
間
、
梅
雨
や
台

風
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
時
の

対
策
に
つ
い
て
。

平
成
26
年
度
に

法
華
山
谷
川
へ

の
放
流
渠
の
工
事
を

行
い
、
豪
雨
対
策
と
し

て
水
路
の
浚
渫
や
仮

設
ポ
ン
プ
を
設
置
す

る
。

平
成
26
年
10

月
、
間
の
川
ポ

ン
プ
場
建
設
工
事
着

手
に
伴
い
、
隙
間
だ
ら

け
の
河
川
護
岸
擁
壁

の
改
修
に
つ
い
て
。

平
成
29
年
度
ま

で
に
狭
さ
く
部

の
拡
幅
、
橋
り
ょ
う
の

改
築
を
完
了
さ
せ
、

そ
の
後
護
岸
改
修
に

着
手
す
る
。

最
近
の
ゲ
リ
ラ

豪
雨
に
よ
る
道

路
冠
水
の
解
消
及

び
、
普
及
方
法
に
つ
い

て
。

道
路
側
溝
下
の

空
き
ス
ペ
ー
ス

を
有
効
活
用
し
て
、

雨
水
を
地
下
へ
浸
透

さ
せ
る
機
能
を
も
っ

た
構
造
物
の
整
備
や
、

透
水
性
舗
装
は
道
路

冠
水
対
策
に
効
果
が

あ
る
と
考
え
る
の
で
、

調
査
、
研
修
を
行
う
。

間
の
川
に
関
す

る
高
砂
市
と
加

古
川
市
及
び
、
県
と
の

協
議
に
つ
い
て
。

間
の
川
ポ
ン
プ

場
整
備
に
お
い

て
は
、
法
華
山
谷
川
の

改
修
計
画
を
考
慮
し

た
設
計
と
し
、
竜
山

橋
か
ら
上
流
の
右
岸

側
の
道
路
や
金
時
井

に
つ
い
て
は
、
加
古
川

土
木
事
務
所
が
実
施

設
計
を
行
っ
て
お
り
、

連
絡
調
整
を
密
に

行
っ
て
い
く
。

こ
れ
か
ら
も
、

方
針
を
貫
き
市

民
の
不
安
を
解
消
す

る
た
め
、
1
年
で
も
早

く
対
策
を
実
施
し
て

頂
き
た
い
。
市
長
の
浸

水
対
策
に
懸
け
る
思

い
に
つ
い
て
。

浸
水
対
策
を
最

重
要
課
題
と
し

て
位
置
づ
け
、
中
期
財

政
計
画
の
中
で
も
、
こ

の
浸
水
対
策
事
業

は
、
全
て
盛
り
込
み
、

今
後
も
引
き
続
き
実

施
し
て
い
き
た
い
。

問問 答答 答

問問答 答

問

竜
山
橋
周
辺
道
路
の
歩
行
者・自
転
車
の

安
全
確
保
に
つ
い
て　

ほ
か

鈴
木
　
正
典

法
華
山
谷
川
に

架
か
っ
て
い
る

県
管
理
の
竜
山
橋
又

反
対
側
の
市
道
今
市

生
石
準
幹
線
道
路
の

歩
行
者
・
自
転
車
へ
の

安
全
対
策
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
。

県
と
の
協
議
で

拡
幅
は
困
難
と

い
う
こ
と
で
、
竜
山
橋

に
つ
い
て
は
具
体
的
な

対
策
は
進
ん
で
い
な

い
。
今
市
・
生
石
準
幹

線
道
路
の
歩
道
部
の

拡
幅
に
つ
い
て
は
、
平

成
25
年
４
月
か
ら
県

と
協
議
を
行
い
、
法
面

掘
削
に
よ
る
構
造
物

は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

か
ら
、
委
託
に
よ
り
現

地
を
測
量
し
、
道
路

線
形
を
決
定
し
て
、

道
路
の
整
備
形
態
の

検
討
、
設
計
を
行
う
。

で
き
る
だ
け
早
く
歩

行
者
等
の
安
全
が
確

保
で
き
る
工
法
案
を

示
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。宝

殿
駅
南
地
区
の
都

市
整
備
に
つ
い
て

宝
殿
駅
南
地
区

の
都
市
整
備
の

動
き
に
つ
い
て
お
聞
か

せ
願
い
た
い
。

　

駅
の
名
前
は
そ
れ

ぞ
れ
の
市
の
顔
で
あ

り
玄
関
口
と
し
て
重

要
な
役
目
を
果
た
し

て
い
る
宝
殿
駅
の
名

前
を
「
高
砂
・
宝
殿

駅
」
又
は
「
新
高
砂

駅
」
に
改
名
し
全
国
に

高
砂
を
ア
ピ
ー
ル
し

て
は
ど
う
か
。

高
砂
の
イ
メ
ー

ジ
ア
ッ
プ
に
繋

が
る
と
考
え
る
が
、
宝

殿
駅
周
辺
は
加
古
川

市
と
の
協
議
や
市
民

の
理
解
を
得
る
こ
と

が
必
要
。
ま
た
、
改
名

の
際
に
高
額
な
経
費

が
か
か
る
た
め
、
他
の

駅
の
改
名
、
追
加
に

合
わ
せ
て
努
力
を
し

て
い
き
た
い
。

出
勤
管
理
を
明
確
に

す
る
タ
イ
ム
レ
コ
ー

ダ
ー
の
導
入
を

近
隣
３
市
に
お

い
て
既
に
導
入

し
て
い
る
。
出
勤
、
退

勤
、
時
間
外
、
休
暇
管

理
等
、
勤
怠
管
理
シ
ス

テ
ム
の
導
入
は
不
可

欠
で
あ
り
導
入
す
べ

き
と
考
え
る
が
い
か

が
か
。出

退
勤
だ
け
で

は
な
く
、
時
間

外
、
休
暇
の
管
理
を

含
め
ト
ー
タ
ル
的
な

管
理
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
た
め
、
タ
イ

ム
レ
コ
ー
ダ
ー
の
み
の

導
入
に
は
至
っ
て
い
な

い
。　

　

人
事
給
与
シ
ス
テ

ム
の
全
面
更
新
を
平

成
27
年
に
考
え
て
お

り
、
出
退
勤
等
の
デ
ー

タ
の
連
携
等
も
勘
案

し
て
考
え
た
い
。

問答

問 答答

問
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障
害
者
就
労
支
援
に

つ
い
て　

ほ
か

森
　
秀
樹

障
が
い
者
が
就

労
施
設
な
ど
で

作
っ
た
製
品
の
購
入

な
ど
を
優
先
的
に
行

う
よ
う
義
務
付
け
た

「
障
害
者
優
先
調
達

推
進
法
」
の
施
行
を

受
け
、
本
市
の
調
達

方
針
策
定
や
件
数
、

金
額
の
目
標
、
全
庁

的
な
周
知
に
向
け
た

取
り
組
み
や
方
針
に

つ
い
て
伺
う
。

平
成
25
年
４
月

１
日
に
国
等
に

よ
る
障
害
者
就
労
施

設
等
か
ら
の
物
品
等

の
調
達
の
推
進
等
に

関
す
る
法
律
、
都
道

府
県
及
び
市
町
村

は
、
障
害
者
就
労
施

設
等
か
ら
の
物
品
等

の
調
達
方
針
を
作

成
、
公
表
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
高
砂
市
に
お

い
て
も
、
既
に
方
針
案

は
で
き
、
年
度
内
に
制

定
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

調
達
件
数
や
金
額

の
目
標
値
は
、
障
害

者
就
労
施
設
で
調
達

が
で
き
る
品
目
や
役

務
の
種
類
、
発
注
の

受
け
入
れ
が
で
き
る

量
、
作
業
期
間
や
納

期
の
問
題
な
ど
を
考

慮
す
る
と
、
具
体
的

な
数
値
は
設
定
し
に

く
い
た
め
、
前
年
度
の

実
績
を
上
回
る
こ
と

を
目
標
と
し
て
い
る
。

　

全
庁
的
な
周
知
の

取
り
組
み
や
方
針
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

の
発
注
は
障
害
福
祉

担
当
課
か
ら
に
限
ら

れ
て
い
た
た
め
、
法
の

趣
旨
は
も
ち
ろ
ん
情

報
を
再
度
全
庁
的
に

周
知
し
て
い
く
。

浸
水
対
策
に
つ
い
て

雨
水
貯
留
に

よ
っ
て
流
域
へ

の
雨
水
流
出
抑
制
効

果
が
み
ら
れ
る
重
点

地
域
の
設
定
に
つ
い

て
。
ま
た
、
公
共
施
設

や
校
庭
で
の
貯
留
、
さ

ら
に
民
間
と
の
協
力

に
よ
る
各
戸
貯
留
や

田
ん
ぼ
ダ
ム
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
伺
う
。

過
去
の
浸
水
状

況
、
周
辺
の
地

形
条
件
等
を
勘
案

し
、
経
済
性
等
も
考

慮
し
た
上
で
効
果
が

見
込
ま
れ
る
地
域
を

設
定
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

阿
弥
陀
小
学
校
で

新
設
工
事
に
あ
わ
せ

校
庭
貯
留
機
能
を
持

た
せ
て
あ
る
。

　

各
戸
貯
留
に
つ
い

て
は
、
設
置
に
対
す
る

助
成
制
度
に
つ
い
て

検
討
し
、
普
及
啓
発

に
努
め
る
。

　

田
ん
ぼ
ダ
ム
に
つ
い

て
は
、
実
証
調
査
に
よ

る
課
題
や
具
体
的
な

実
施
方
法
の
確
立
等

を
勘
案
し
な
が
ら
実

施
に
向
け
検
討
し
て

い
く
。

問答

問答

問
題
は
未
来
だ
！

中
西
　
一
智

　

人
口
減
少
社
会
に

突
入
し
て
い
る
。
人
口

が
減
少
す
れ
ば
、
小
売

業
、
建
設
業
、
不
動

産
、
飲
食
業
、
交
通
等

全
て
の
商
工
業
に
お
い

て
お
客
さ
ん
が
減
る
こ

と
に
な
る
。
税
収
も
減

る
。
人
口
減
少
を
高
砂

市
だ
け
で
も
食
い
止
め

る
た
め
、
人
口
維
持
・

増
大
に
果
敢
に
挑
戦

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
高
砂
市
の
人
口
減

少
を
食
い
止
め
る
具
体

的
な
手
段
と
し
て
、
以

下
の
２
つ
を
提
案
す

る
。

子
育
て
支
援
政

策
に
さ
ら
に
力
を

入
れ
て
、
市
内
外
の
不

動
産
屋
さ
ん
の
協
力
を

得
て
「
高
砂
に
住
も

う
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

は
ろ
う
！

子
ど
も
子
育
て
支

援
は
市
の
重
大
な

施
策
で
あ
り
、
転
入
を

考
え
て
い
る
方
に
対

し
、
不
動
産
業
者
に
Ｐ

Ｒ
し
て
も
ら
え
ば
効
果

的
で
あ
り
、
今
後
も
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

情
報
の
提
供
の
充
実
を

図
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、
平
成
26
年
度

か
ら
実
施
予
定
の
空
き

家
バ
ン
ク
制
度
で
も
不

動
産
業
者
に
協
力
を
お

願
い
し
、
空
き
家
情
報

を
提
供
し
て
い
く
。

　

今
後
も
安
全
・
安
心

の
ま
ち
づ
く
り
、
活
気

の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
、

住
み
良
い
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
し
、
市
民
が
い

つ
ま
で
も
住
み
続
け
て

い
た
い
、
市
外
の
方
が

住
ん
で
み
た
い
と
思
う

ま
ち
を
実
現
し
て
い
き

た
い
。浜

手
に
多
く
の
有

数
企
業
の
工
場
が

あ
る
高
砂
市
の
強
み
を

活
か
し
、
高
砂
市
内
に

大
学
を
誘
致
し
よ
う
！

私
立
大
学
の
誘

致
と
い
う
観
点
か

ら
、
地
方
自
治
体
が
私

立
大
学
と
か
か
わ
る
方

法
と
し
て
は
、
公
私
協

力
方
式
が
あ
る
。

　

私
立
大
学
も
あ
る
意

味
で
は
一
つ
の
企
業
と

言
え
、
大
学
を
誘
致
す

る
と
い
う
こ
と
は
企
業

を
誘
致
す
る
と
い
う
こ

と
と
も
言
え
る
。
大
学

を
企
業
と
し
て
考
え
る

と
、
少
子
化
に
よ
り
学

生
数
が
減
少
し
、
競
争

相
手
が
増
え
た
こ
と

で
、
そ
の
経
営
は
大
変

厳
し
い
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

大
学
が
淘
汰
さ
れ
る

時
代
と
な
り
、
誘
致
に

対
す
る
費
用
対
効
果
が

見
込
め
ず
、
長
期
的
な

展
望
が
望
め
な
い
た

め
、
私
立
大
学
の
誘
致

は
困
難
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

答

問答

問

安
倍
政
権
の「
教
育
改
革
」に

つ
い
て　

ほ
か

大
塚
　
好
子

安
倍
政
権
は
、
教

育
委
員
制
度
改

革
を
行
い
、
自
治
体
の

首
長
の
教
育
へ
の
支
配

介
入
を
強
め
よ
う
と
し

て
い
ま
す
、
そ
の
ね
ら

い
は
、
９
条
改
憲
と
一

体
に
「
戦
争
で
き
る

国
」
「
弱
肉
強
食
の
経

済
社
会
」
と
い
う
国
策

に
従
う
人
づ
く
り
で
あ

り
ま
す
。
首
長
が
か
わ

る
た
び
に
教
育
現
場
が

振
り
回
さ
れ
子
ど
も
た

ち
が
そ
の
最
大
の
被
害

者
に
な
り
ま
す
。
教
育

長
・
市
長
の
見
解
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

教
育
委
員
会
と

十
分
な
協
議
を

行
い
、
適
切
な
役
割
分

担
及
び
相
互
の
協
力
の

も
と
、
公
正
か
つ
適
正

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
教

育
を
推
進
し
て
い
く
。

い
じ
め
対
策
に
つ
い
て

い
じ
め
問
題
は
、

深
刻
で
あ
り
、
子

ど
も
の
人
権
が
損
な
わ

れ
、
時
に
は
命
す
ら
自

ら
断
つ
選
択
を
し
て
し

ま
う
ほ
ど
で
す
。
い
じ

め
解
決
の
た
め
の
条
件

整
備
に
つ
い
て
26
年
度

の
取
り
組
み
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

各
学
校
が
作
成

し
た
い
じ
め
防
止

基
本
方
針
に
基
づ
き
、

い
じ
め
の
未
然
防
止
、

早
期
発
見
、
早
期
対

応
、
教
育
相
談
体
制
、

生
徒
指
導
体
制
を
定
め

て
い
る
。

「
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

助
成
制
度
」の
創
設

を
求
め
ま
す

地
域
住
民
が
住

宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム

を
行
っ
た
場
合
に
そ
の

経
費
の
一
部
を
自
治
体

が
助
成
す
る
こ
と
に
よ

り
、
住
宅
の
改
善
を
促

進
す
る
と
と
も
に
、
中

小
零
細
業
者
の
仕
事
づ

く
り
や
地
域
経
済
の
活

性
化
に
も
つ
な
が
る
制

度
で
す
。

勤
労
者
住
宅
融

資
制
度
に
リ

フ
ォ
ー
ム
資
金
融
資
制

度
を
増
設
し
、
信
用
保

証
料
の
一
定
額
を
市
が

負
担
す
る
融
資
の
あ
っ

せ
ん
を
行
っ
て
い
る
。

国
保
の
広
域
化
に
つ
い

て
中
止
を
求
め
ま
す

広
域
化
で
は
一
般

会
計
の
繰
り
入
れ

を
な
く
し
保
険
料
を
引

き
上
げ
る
な
ど
悪
い
方

に
合
わ
せ
住
民
の
負
担

を
増
大
さ
せ
ま
す
。
広

域
化
は
中
止
す
べ
き
で

す
。

国
民
健
康
保
険

運
営
で
の
根
本
的

な
課
題
を
解
決
す
る
に

は
、
県
単
位
で
運
営
す

る
形
が
基
本
で
あ
り
、

将
来
的
な
医
療
保
険

制
度
の
一
元
的
運
用
を

め
ざ
す
点
か
ら
も
、
広

域
化
を
進
め
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

問答答

問問 答答

問

働
く
者
の
立
場
か
ら
の
４
つ
の
提
案

〜
仕
事
は
こ
ん
な
〝
も
ん
だ
〞
族

に
な
ら
な
い
で
〜

鷹
尾
　
治
久

今
市
・
生
石
準

幹
線
道
路
の

内
、
明
姫
幹
線
北
側

と
法
華
山
谷
川
左

岸
、
竜
山
橋
の
上
。
市

長
、
副
市
長
、
当
該
部

長
に
自
転
車
に
乗
っ

て
体
感
し
て
頂
く
と

共
に
、
安
全
確
保
策

に
期
限
を
決
め
て
仕

事
を
し
て
は
？

竜
山
橋
を
歩
い

た
こ
と
は
あ
る
。

拡
幅
は
困
難
で
あ
る

が
、
道
路
の
整
備
形

態
を
検
討
、
設
計
し
、

で
き
る
だ
け
早
く
安

全
が
確
保
で
き
る
工

法
案
を
示
し
た
い
。

図
書
館
閉
館
時

間
は
18
時
。
平

日
働
く
者
は
殆
ど
行

け
な
い
。
延
長
す
べ
き

で
は
？現

在
の
図
書
館

で
は
、
利
用
者

か
ら
の
開
館
時
間
延

長
の
要
望
は
聞
い
て
い

な
い
が
、
新
図
書
館
に

つ
い
て
は
、
大
幅
な
利

用
者
の
増
加
が
見
込

ま
れ
る
た
め
、
開
館
時

間
の
拡
大
を
検
討
し

て
い
る
。

事
業
に
期
限
を

設
け
資
料
『
事

業
の
概
要
』
に
事
業

完
了
時
期
を
記
載
し

て
は
？記

載
し
て
い
る

事
業
は
、
原
則

と
し
て
そ
の
年
度
中

が
期
限
に
な
る
が
、
目

標
年
度
を
記
載
で
き

な
い
も
の
で
も
事
業

内
容
の
中
で
記
載
を

し
て
い
く
等
、
改
善
を

加
え
て
い
く
。

人
口
維
持
の
為

に
市
街
へ
転
居

す
る
方
に
こ
そ
ア
ン

ケ
ー
ト
を
と
れ
ば
？

他
市
の
状
況
を

調
査
し
、
転
出

届
け
の
窓
口
で
の
ア
ン

ケ
ー
ト
依
頼
な
ど
、
手

法
、
内
容
等
に
つ
い
て

研
究
を
進
め
て
い
く
。

新
図
書
館
は
館

内
で
本
を
読
み

な
が
ら
コ
ー
ヒ
ー
を
飲

め
る
の
か
？

図
書
館
利
用
者

の
休
憩
場
所
と

し
て
、
ジ
ュ
ー
ス
、

コ
ー
ヒ
ー
等
の
自
動
販

売
機
を
図
書
館
入
り

口
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

ホ
ー
ル
に
設
置
し
て
、

貸
し
出
し
た
図
書
を

読
み
な
が
ら
飲
み
物

を
飲
め
る
ス
ペ
ー
ス
の

設
置
を
計
画
し
て
い

る
。

問問 答答

問 問 答答答

問
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地
方
交
付
税
に

つ
い
て　

ほ
か

木
谷
　
勝
郎

国
は
借
金
し
て
地

方
交
付
税
に
加
算

し
、
そ
れ
を
受
け
取
る
地

方
団
体
は
貯
金
を
増
や

し
て
い
ま
す
。
２
０
２
０

年
度
ま
で
に
基
礎
的
財

政
収
支
を
黒
字
化
す
る

と
い
う
国
の
中
期
財
政

計
画
は
今
後
の
地
方
財

政
計
画
に
ど
う
影
響
す

る
と
予
想
さ
れ
ま
す
か
。

国
は
危
機
対
応

モ
ー
ド
か
ら
平
時

モ
ー
ド
へ
の
切
り
か
え
を

進
め
、
歳
出
特
別
枠
や

別
枠
加
算
を
減
少
さ
せ

る
。

　

平
成
27
年
度
ま
で
は

地
方
一
般
財
源
の
水
準

は
確
保
さ
れ
る
が
、
そ
れ

以
降
削
減
さ
れ
る
こ
と

も
予
想
さ
れ
る
。

地
方
交
付
税
制
度

に
お
け
る
臨
時
財

政
対
策
債
、
特
例
加
算
、

別
枠
加
算
を
評
価
し
て

く
だ
さ
い
。

本
来
は
短
期
の
臨

時
的
措
置
の
方
策

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
行

方
に
よ
っ
て
は
地
方
に

多
大
な
影
響
が
あ
り
、

影
響
を
最
小
限
に
抑
え

る
た
め
に
財
政
面
で
体

力
を
つ
け
て
い
く
。

人
口
動
態
に
つ
い
て

高
砂
市
の
人
口
動

態
、
出
生
率
は
ど
う

な
っ
て
い
ま
す
か
。

自
然
増
減
は
マ
イ

ナ
ス
で
、
社
会
増

減
は
近
隣
市
町
に
対
し

て
全
て
転
出
超
過
に

な
っ
て
い
る
。

　

出
生
率
は
県
の
平
均

と
同
じ
で
あ
る
が
、
近
隣

市
町
と
の
比
較
で
は
若

干
低
く
な
っ
て
い
る
。

「
高
砂
市
次
世
代

育
成
支
援
行
動
計

画
」
、「
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
新
制
度
」
で
、
子

育
て
支
援
の
取
り
組
み
は

ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

北
部
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
を
開
設

し
、
就
労
と
子
育
て
の
両

立
支
援
と
し
て
、
病
児
保

育
事
業
の
実
施
、
子
ど
も

医
療
助
成
制
度
の
拡

充
、
５
歳
児
相
談
事
業
の

実
施
を
行
っ
て
い
る
。

道
路
と
水
路
の
管
理

に
つ
い
て

市
が
管
理
す
る
道

路
と
水
路
に
は
ど

の
よ
う
な
種
類
が
あ
り
、

そ
の
管
理
状
況
は
ど
う

な
っ
て
い
ま
す
か
。

道
路
に
つ
い
て

は
、
道
路
法
上
の

道
路
と
、
そ
れ
以
外
の
道

路
に
分
類
さ
れ
、
前
者

は
市
道
を
認
定
し
て
い

る
道
路
で
、
後
者
は
認

定
を
し
て
い
な
い
市
有

道
路
、
国
か
ら
譲
与
さ

れ
た
里
道
が
あ
る
。
管

理
に
つ
い
て
は
、
通
常
維

持
補
修
、
占
用
、
工
事
の

許
認
可
、
境
界
の
明
示
、

立
会
を
行
っ
て
い
る
。

　

水
路
に
つ
い
て
は
市

有
水
路
と
国
有
水
路
が

あ
り
、
管
理
状
況
は
里

道
と
同
様
に
法
定
外
公

共
物
条
例
に
基
づ
き
管

理
を
し
て
い
る
。

問問問 答答答

問問 答答

職
員
の
勤
務
規
律
と
研
修
に

つ
い
て　

ほ
か

松
本
　
均

本
市
の
職
員
研

修
で
あ
る
が
、
兵

庫
県
相
生
市
、
埼
玉
県

東
松
山
市
、
和
歌
山
県

有
田
市
、
大
阪
府
柏
原

市
、
泉
佐
野
市
、
福
井

県
鯖
江
市
な
ど
で
、
職

員
研
修
と
し
て
自
衛
隊

で
の
体
験
入
隊
を
実
施

さ
れ
て
い
る
。
民
間
の

一
部
企
業
で
も
、
自
衛

隊
に
て
新
規
採
用
職
員

の
研
修
を
実
施
さ
れ
て

お
り
、
企
業
で
も
各
自

治
体
で
も
、
職
員
研
修

と
し
て
は
、
大
変
、
有

意
義
か
つ
効
果
的
と
い

う
評
価
が
あ
る
。
本
市

に
あ
っ
て
も
、
新
規
採

用
の
職
員
を
対
象
に
、

自
衛
隊
研
修
を
ぜ
ひ
実

施
さ
れ
る
こ
と
を
提
案

し
た
い
。

研
修
の
一
つ
の
選

択
の
形
で
あ
る

が
、
今
年
度
の
研
修
計

画
に
は
入
れ
て
い
な

い
。図

書「
ア
ン
ネ
の
日
記
」

が
破
ら
れ
る

大
戦
中
の
ナ
チ
ス

政
権
下
で
、
15
歳

の
ユ
ダ
ヤ
人
少
女
の
残

さ
れ
た
日
記
は
、
戦
後

に
図
書
『
ア
ン
ネ
の
日

記
』
と
し
て
出
版
さ

れ
、
世
界
中
の
人
た
ち

に
感
動
を
与
え
、
不
当

な
人
種
差
別
と
戦
争
の

悲
惨
な
実
態
、
平
和
の

大
切
さ
を
訴
え
る
貴
重

な
作
品
で
あ
る
こ
の
図

書
が
、
東
京
都
や
横
浜

市
の
公
立
図
書
館
や
大

型
書
店
な
ど
で
、
切
り

裂
か
れ
る
と
い
う
事
件

が
相
次
い
で
い
る
。
現

在
警
察
は
鋭
意
捜
査
中

で
あ
る
が
、
本
市
の
図

書
館
、
各
公
民
館
の
図

書
室
、
各
小
中
学
校
の

図
書
室
に
所
蔵
さ
れ

る
、
図
書
『
ア
ン
ネ
の

日
記
』
が
損
壊
さ
れ
な

い
よ
う
、
教
育
委
員
会

で
は
ど
の
よ
う
な
対
策

を
取
ら
れ
て
い
る
か
。

図
書
館
で
は
、
報

道
後
す
ぐ
に
「
ア

ン
ネ
の
日
記
」
及
び
関

連
図
書
に
つ
い
て
点
検

を
行
っ
た
結
果
、
異
常

は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

職
員
の
目
が
届
く
位
置

に
配
置
し
た
。
公
民
館

図
書
室
に
お
い
て
は
事

務
室
で
保
管
し
て
い

る
。
小
中
学
校
の
図
書

室
で
は
平
常
ど
お
り
の

貸
し
出
し
を
行
っ
て
い

る
。教

職
員
の
資
質
と

能
力大

阪
府
の
公
立
中

学
校
に
勤
務
す

る
45
歳
の
男
性
教
員

が
、
教
員
免
許
を
偽
造

し
て
、
約
15
年
間
に
わ

た
っ
て
教
壇
に
立
ち
授

業
を
し
て
い
た
こ
と
が

発
覚
し
た
。
教
育
委
員

会
は
市
内
各
小
中
学

校
に
勤
務
さ
れ
る
教
員

に
対
し
て
、
教
員
免
許

の
有
無
を
確
認
さ
れ
て

い
る
か
。

直
ち
に
全
教
職

員
の
免
許
状
の
確

認
を
行
い
、
本
市
で
は

不
正
な
方
法
で
教
壇
に

立
っ
て
い
る
教
員
は
い

な
い
。

答

答答

問問

問

公
共
施
設
更
新

問
題
に
つ
い
て

北
野
　
誠
一
郎

　

今
年
１
月
、
総
務
省

か
ら
各
自
治
体
あ
て
に

「
公
共
施
設
等
総
合
管

理
計
画
の
策
定
に
あ

た
っ
て
の
指
針
（
案
）

の
概
要
」
が
通
知
さ
れ

た
。

現
在
ま
で
の
取
り
組

み
・
進
捗
状
況
を
ふ
ま

え
、
今
後
ど
の
よ
う
に

国
の
指
針
に
対
応
し
て

い
く
の
か
、
以
下
に
つ

い
て
お
答
え
く
だ
さ

い
。

平
成
26
年
度
地

方
財
政
対
策
に

基
づ
く
財
源
確
保
。

計
画
の
策
定
に
要

す
る
経
費
は
、
二

分
の
一
を
特
別
交
付
税

措
置
さ
れ
る
。

「
公
共
施
設
等
総

合
管
理
計
画
」策

定
に
あ
た
っ
て
の
課
題
。

正
式
な
指
針
が

示
さ
れ
れ
ば
計
画

の
策
定
を
進
め
対
応
し

て
い
き
た
い
。

市
全
体
の
理
念

（
公
共
施
設
の
在

り
方
）
の
構
築
や
、
人

材
の
確
保
・
研
修
も
含

め
た
組
織
体
制
の
整
備

が
必
要
で
は
な
い
か
。

教
育
施
設
も
含

め
た
全
て
の
公
共

施
設
に
つ
い
て
、
再
配

置
及
び
施
設
の
保
全
を

一
元
的
に
統
括
す
る
組

織
体
制
の
整
備
が
不
可

欠
で
あ
り
、
正
規
職
員

や
再
任
用
職
員
の
配
置

を
検
討
す
る
と
と
も

に
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

へ
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン

グ
も
視
野
に
入
れ
対
応

し
て
い
く
。

総
合
計
画
・
行
革

大
綱
と
の
整
合
。

行
政
経
営
全
体

の
基
本
的
な
方

向
性
を
定
め
、
そ
の
上

で
何
を
重
点
化
し
、
ど

う
進
め
て
い
く
の
か
に

つ
い
て
、
コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
得
る
中
で
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

第
４
次
総
合
計

画
に
お
け
る
実
施

計
画
の
ロ
ー
リ
ン
グ
や

第
５
次
行
政
改
革
大

綱
策
定
に
あ
た
っ
て
、

公
共
施
設
更
新
問
題
を

十
分
整
合
、
反
映
さ
せ

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

総
合
計
画
や
行

政
改
革
等
と
連

携
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
全
体
を
に
ら
ん
だ

施
策
の
重
点
化
、
各
計

画
間
の
整
合
を
図
る
中

で
取
り
組
ん
で
い
く
。

答答答

問問 答答

問問問

高
砂
市
の
財
政
状
況
か
ら
見
る

事
業
計
画
の
見
直
し
の
必
要
性
に

つ
い
て　

ほ
か

今
竹
　
大
祐

浸
水
対
策
を
始

め
、
イ
ン
フ
ラ
・

公
共
施
設
更
新
以
外

に
多
額
の
財
源
投
入

が
見
込
ま
れ
る
中
、
そ

の
他
の
事
業
計
画
を

精
査
す
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
不
要
な
資

産
等
は
処
分
し
、
特

定
目
的
基
金
に
貯

め
、
計
画
的
に
事
業
に

取
り
組
む
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
が
、
い
か

が
か
。限

り
あ
る
財
源

の
中
で
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
事
業
計
画

等
を
精
査
し
財
源
確

保
を
行
う
必
要
が
あ

り
、
よ
り
精
緻
な
事

業
計
画
の
策
定
を
進

め
て
い
く
。

播
磨
臨
海
道
路
に

対
す
る
本
市
の
取
り

組
み
に
つ
い
て

ご
み
焼
却
処
理

施
設
の
地
元
対

策
と
併
せ
、
播
磨
臨

海
道
路
の
早
期
完
成

を
国
に
働
き
か
け
る

必
要
が
あ
る
と
考
え

る
が
、
い
か
が
か
。

播
磨
臨
海
道
路

の
完
成
は
ご
み

処
理
広
域
化
に
よ
る

悪
影
響
の
緩
和
に
繋

が
る
た
め
、
引
き
続
き

要
望
活
動
を
行
う
。

播
磨
臨
海
道
路

の
形
態
を
、
国

は
ど
う
考
え
て
い
る

の
か
。
沖
浜
平
津
の
南

進
道
路
と
の
整
合
を

考
え
て
お
く
必
要
が

あ
る
の
で
は
。

現
時
点
で
ル
ー

ト
、
道
路
形
態

は
決
ま
っ
て
い
な
い
。

沖
浜
平
津
線
と
の
整

合
に
つ
い
て
は
臨
海
道

路
の
ル
ー
ト
等
が
決

ま
り
次
第
、
交
通
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
見
直
す
。

待
機
児
童
ゼ
ロ
を
堅

持
す
る
為
の
取
り
組

み
に
つ
い
て

待
機
児
童
ゼ
ロ

を
堅
持
し
、
子

育
て
世
代
に
提
供
し

続
け
て
い
く
更
な
る

手
だ
て
が
必
要
に
な

る
と
考
え
る
が
い
か

が
か
。高

砂
市
子
ど
も

子
育
て
支
援
事

業
計
画
の
策
定
を
進

め
て
お
り
、
調
査
を
も

と
に
人
材
の
必
要
量

の
見
込
み
を
算
出
し

て
い
る
。

正
規
職
員
の
比

率
を
上
げ
、
人

材
育
成
を
図
ら
な
け

れ
ば
待
機
児
童
ゼ
ロ

を
維
持
で
き
な
く
な

る
の
で
は
。

正
規
・
非
正
規

を
問
わ
ず
、
研

修
に
よ
り
資
質
の
向

上
に
努
め
て
お
り
、
処

遇
改
善
や
任
用
方
法

を
含
め
人
材
確
保
に

取
り
組
む
。

問問問 答答

問問 答答答
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本委員会は、平成24年3月定例会において設置され、調査・研究の目的を「市民に開かれた議会」を含む5点を
根幹として据え、平成21年9月の行財政調査検討特別委員会の報告及びその後、引き継いだ議会運営委員会から
の議会改革の流れをも受け、当委員会の現第3期の委員まで、合計48回にわたり委員会を開催し、調査・研究を行っ
てきた。
ついては、目的とする調査・研究を終了したので、高砂市議会会議規則第92条に基づき、下記のとおり報告する。
なお、過去3回の中間報告内容は、その概要を記録的に再掲載する。

記

１　特別委員会設置等
　⑴　委員会設置
　　平成24年3月23日
　
　⑵　委員会の目的
　　次の事項について調査・研究を行う。
　　ァ　市民に開かれた議会について
　　ィ　議会基本条例について
　　ゥ　議員定数及び議員報酬等について
　　ェ　議会の機能強化について
　　ォ　その他議会改革に係る諸課題について
　
　⑶　委員会の性格
　　地方自治法第109条に基づく。
　　（平成25年地方自治法改正前、第110条）

　⑷　委員会構成
　（現第3期）委員数7名（平成25年9月10日選任）
　　　委員長　　砂川　辰義
　　　副委員長　川端　宏明
　　　委　員　　鈴木　正典、中西　一智、小松　美紀江、
　　　　　　　　福元　　昇、鈴木　利信
　
　（第1期）委員数9名（平成24年3月23日選任）
　　　委員長　　北野　誠一郎
　　　副委員長　川端　宏明
　　　委　員　　藤森　　誠、小松　美紀江、鷹尾　治久、
　　　　　　　　松本　　均、木谷　勝郎、生嶋　洋一、
　　　　　　　　迫川　高行
　　　
　（第2期）委員数7名（平成24年9月11日選任）
　　　委員長　　砂川　辰義
　　　副委員長　川端　宏明
　　　委　員　　横山　義夫、鈴木　正典、鈴木　利信、
　　　　　　　　中西　一智、小松　美紀江
　　　
　⑸　委員会開催状況
　　　第1期から第3期合計回数　48回
　　　（現第3期）　開催回数15回

議会改革検討特別委員会報告書

高砂市議会
　議長　生　嶋　洋　一　様

平成26年3月3日

議会改革検討特別委員会
委員長　砂　川　辰　義

１　委員長、副委員長の選出について
１　今後の検討課題について
　⑴　議会報告会について ⑵　議会基本条例の策定の進め方について
　⑶　会議規則・委員会条例について ⑷　議長交際費について
　⑸　規律に関して

３４
３５

９月１０日
１０月２日

回 開催日 協　議　事　項
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　（第1期）委員会開催状況　第1回から第9回　回数9回
 中間報告　平成24年9月定例会
　（第2期）委員会開催状況　第10回から第20回　回数11回
 中間報告　平成25年3月定例会
 委員会開催状況　第21回から第33回　回数13回
 中間報告　平成25年9月定例会

２　調査・研究内容
　⑴　市民に開かれた議会について
　　ア　市民参加型の研修会を2回実施。
　　　ⅰ　議会改革・議会基本条例の必要性、認識を深めるために専門家を招いての講演会
　　　　日時　　平成24年9月2日（日）13時から15時
　　　　場所　　高砂市役所南庁舎5階大会議室
　　　　内容　　講演　テーマ「地方議会の現状と議会改革の課題」
　　　　　　　　講師　山梨学院大学教授　江藤　俊昭　氏
　　　ⅱ　議員定数及び議員報酬並びに地方議会議員活動のあり方を中心に今後の課題検討を探るため又、認識
　　　　　を深めるために専門家を招いての講演会
　　　　日時　　平成25年2月9日（土）13時から15時
　　　　場所　　高砂市文化会館1階展示集会室
　　　　内容　　講演　テーマ「地方議会議員活動のあり方」
　　　　　　　　講師　全国市議会議長会法制参事　廣瀬　和彦　氏
　　イ　議会報告会の試行
　　　議員全員を2班に分け、内容を各常任委員会からの報告と質疑及び意見交換として開催。
　　　A日　程
　　　　日時　　平成25年1月29日（火）19時30分から21時
　　　　場所　　高砂市役所南庁舎5階大会議室
　　　B 日　程
　　　　日時　　平成25年1月30日（水）19時30分から21時
　　　　場所　　生石研修センター 2階研修室1
　　ウ　市民意見公募手続き（パブリックコメント）概要
　　　　高砂市議会基本条例案について市民からの意見公募（パブリックコメント）を実施。
　　　　（意見公募）
　　　　公募期間　　平成26年1月15日から23日
　　　　閲覧場所　　議会事務局、情報公開コーナー、各公民館、市ホームページ
　　　　閲覧資料　　高砂市議会基本条例（案）
　　　　提出方法　　持参、郵送、電子メール、ファクシミリ　　　　
　　　　意見の提出状況　　提出者数　　0人
　　　　（実施結果の公表）　　
　　　　公表期間　　平成26年1月28日から2月11日
　　　　閲覧場所　　公募の閲覧場所と同じ　　　　
　　エ　「議会改革の取り組み」を市のホームページに掲載

　　ア　議員のインターネットを使った広報活動について
　　イ　議場内、委員会室内のタブレットパソコンについて
　⑹　会議録について ⑺　議長選挙及び議員の任期について
　⑻　特別委員会の設置のプロセスと常任委員会の関係
　⑼　事前発言通告制（試行中）について
１　議会基本条例について
１　議会基本条例について
２　検討事項（会議規則・委員会条例・議会運営）
１　諸課題について
　⑴　検討事項（会議規則・委員会条例・議会運営）
２　議会基本条例について
１　議会改革の取り組み（ホームページ） ２　議会基本条例について
１　議会基本条例について（パブリックコメント）
１　議会基本条例について ２　パブリックコメントについて
１　議会基本条例について ２　パブリックコメントについて
３　議会報告会について
１　議会報告会実施要綱について
１　パブリックコメント実施結果について ２　議会報告会実施要綱について
１　議会基本条例について ２　議会報告会実施要綱について
１　高砂市議会基本条例案について
２　高砂市議会委員会条例及び高砂市議会会議規則の改正案について
１　高砂市議会委員会条例の改正案について（追加報告）
１　委員会報告について

３６
３７

３８

３９
４０
４１
４２

４３
４４
４５
４６

４７
４８

１０月３１日
１１月１４日

１１月２５日

１２月１６日
１２月２６日

平成２６年１月７日
１月１４日

１月２０日
１月２７日
２月５日
２月１０日

２月１7日
３月３日
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　　　　掲載内容　　委員会中間報告書、議員研修会、議会政策条例の議案書及び参考資料を掲載。
　
　⑵　議会基本条例について
　　　平成26年2月12日に高砂市議会基本条例について、案をまとめ、議長に報告を行った。

別紙、「高砂市議会基本条例案について（報告）」
なお、議員間討論、市長等からの反問権及び議会の付属機関の設置については、議会基本条例が制定され

た後、実際の運用の中で必要な時期において検討することとした。

　⑶　議員定数及び議員報酬等について
公募の参考人5名を含む参考人10名による意見陳述会を行い、参考人の陳述意見内容も踏まえ、検討を行
い、平成25年9月定例会において議員定数及び議員報酬等について提言を行った。（平成25年9月4日付け議会
改革検討特別委員会中間報告書）

　
　⑷　機能強化について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第2項議会の議決事項の追加事件について、議会基本条例の制定
を待つことなく議会の議決すべき事件を定め、単独の条例として近いうちに制定するのが望ましいと提言を
行った。（平成25年9月4日付け議会改革検討特別委員会中間報告書）

　⑸　その他議会改革に係る諸課題について
ア　平成24年9月5日公布の地方自治法の一部改正（法律第72号）に伴う議会関係例規、１、高砂市議会委員
会条例、２、高砂市議会会議規則及び３、高砂市議会政務調査費の交付に関する条例の3本の例規について、
調査、研究及び検討した結果を報告（詳細は、平成25年1月22日付け議長宛て文書「平成24年9月5日公布の
地方自治法の一部改正（法律第72号）に伴う議会関係例規について（報告）」
イ　議会ICT（情報通信技術：Information and Communication Technology）についての調査・研究
　（行政視察）

　　　ⅰ　千葉県流山市議会　 「スマートホンによる採決の議会システムによる議員の態度表明」
　　　ⅱ　千葉県柏市議会　　 「議場システムによる採決・議場内設置の大型モニターに資料等を表示」

議会ICTは、態度表明を明確化できることなどのメリットはあるが、設備の導入経費がかかること、及
び現在の市庁舎及び議会棟である分庁舎は、老朽化していることから、二重投資となるのではないかとの
意見もあった。

　　ウ　高砂市委員会条例及び高砂市議会会議規則の整備
議長に改正案について、当委員会委員とオブザーバーである正副議長及び議会運営委員会正副委員長が
入った作業部会により見直し検討を行った。

　　　ⅰ高砂市議会委員会条例
全国市議会議長会の標準委員会条例と比較検討及び議員定数の改正に伴う常任委員会の定数変更並びに
市の組織変更による常任委員会の所管事項の変更ほかについて一部改正の提言を行った。
（平成26年2月12日付け、高砂市議会委員会条例及び高砂市議会会議規則の改正案について（報告））
（平成26年2月17日付け、高砂市議会委員会条例の改正案について（追加報告））

　　　ⅱ高砂市議会会議規則
全国市議会議長会の標準会議規則と比較検討、種々検討を行い全部改正の提言を行った。
（平成26年２月12日付け、高砂市議会委員会条例及び高砂市議会会議規則の改正案について（報告））

　　エ　その他確認事項
　　　ⅰ　規律に関して

①　議員のインターネットを使った広報活動について
　議員の資質の問題、常識の範囲内で行うべき。他の議員へ口撃すべきでない。関連して、動画複製
DVDの交付は、許可する際に条件を付すこととした。
②　議場内、委員会室内のタブレットパソコンの使用について
　持ち込みは可とし、使用は不可とする。

　　　ⅱ　会議録について
事務局で確認作業の際に行う修文以外の修正については、議長決裁とする。

　　　ⅲ　議長選挙及び議長の任期について
他市議会に散見する議長選挙の立候補表明演説等については、それぞれの市議会の特徴である。高砂市
議会は今のままで行う。

　　オ　議会運営について
一般質問及び質疑の通告時期については、議会基本条例の制定並びに会議規則の全部改正により、今後
の議会運営を実施し、状況を見据えながら、議会全体で検討し取り組む必要があることを課題として残す。

３　まとめ
本委員会は、冒頭でも述べたが、平成24年3月定例会において設置され、途中、平成24年9月5日公布の地方
自治法の一部改正（法律第72号）に伴う議会関係例規の整備並びに検討結果の報告も行うなど、今日まで幅広
い項目について、調査・研究を継続し、節目には3回の中間報告を行い、提言を行ってきた。そのことを踏まえ、
今回、ひとつの集大成として、報告を行うものである。
高砂市議会は、これからも「開かれた議会」を掲げ、高砂市議会基本条例の前文の意をもって、調査・研究
を継続し検討が必要なことは言うまでもない。そのことを確認して報告を終わる。
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高砂市議会基本条例
目次
前文
第１章 総則（第１条－第３条）
第２章 議員の活動原則（第４条・第５条）
第３章 議会運営の原則等（第６条・第７条）
第４章 市長等との関係（第８条・第９条）
第５章 議会の機能の強化（第１０条－第１２条）

【条文】

前文
高砂市議会は、日本国憲法及び地方自治法に定められた二元代表制の下、議決機関として、市長その他の執行機関（以下「市長

等」という。）と緊張ある関係を保ち、あらゆる権能を行使しながら歩んできた歴史と伝統がある。
しかしながら、地方分権の進展に伴い、従来の議会の権能の行使に加え、政策立案の機能が市議会においても求められている。
ここに、高砂市議会は、市民の負託に全力で応え、もって、市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを決意し、この条

例を制定する。

【解説】
高砂市議会は、地方分権改革における二元代表制を堅持しつつ、執行機関から自立した中で、市長その他の執行機関とは緊張
ある関係を保ちながら、あらゆる権能を巧みに行使し主導的に議会運営を行ってきた歴史がある。
平成13年3月に「高砂市産業廃棄物施設の設置に係る紛争の予防に関する条例」を平成23年6月に「高砂市子どもを虐待から守る
条例」を議員提案にて制定し、政策立案にも取り組んできた。
高砂市議会は、伝統ある議会運営を伝承しつつ、市民福祉の向上及び市勢の発展に全力を尽くすことを目指す。

【条文】

　　第１章 総則
　　（目的）
第１条　この条例は、議会の基本理念、基本方針その他議会に関する基本的事項を定めることにより、市民福祉の向上及び市勢
の発展に寄与することを目的とする。

【解説】
この条例の目的は高砂市議会が「市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与する」ことを明記し、基本理念をはじめとする各事項を
定めるものである。

【条文】

　　（基本理念）
第２条　議会は、二元代表制の下、分権時代を先導する議会を目指し、真の地方自治の実現に取り組むものとする。

【解説】
伝統ある議会運営を伝承し、二元代表制の下、自立した機関として、積極的に政策提言などを行い、もって真の地方自治の実
現を目指すことを定めるものである。

【条文】

　　（基本方針）
第３条　議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき議会活動を行うものとする。
　⑴　原則、議会及び委員会は、公開とし、市民が参画しやすい開かれた議会運営を行うこと。
　⑵　議会は、議案の審議又は審査を行うほか、政策形成機能の強化に努めること。
　⑶　伝統ある議会運営を伝承しつつ、議会改革に取り組むこと。

【解説】
前条の基本理念を踏まえ、その達成のため基本方針を定めるものである。
原則、議会及び委員会は公開とし、詳細は別途（会議規則・委員会条例）定めるものである。主導性ある議会を目指す。そのた
めに議会活動の恒常化に努め、市民の意見を聴取して政策立案に主体的に関与するものである。

【条文】

　　第２章　議員の活動原則
　　（議員の活動原則）
第４条 議員は、多様な市民の意見を把握し、議会活動を通じて、市民の負託に応えるものとする。
２　議員は、日常の調査研究、研修等を通じて自らの能力と資質の向上に努めなければならない。
３　議員は、政策立案及び政策提言の能力の向上に積極的に努めなければならない。

【解説】
議員の活動の原則を定めたものである。
直接選挙で選ばれた者として、地域の課題のみならず、市民の代弁者としての期待に応えることはもとより、日々の研鑽等を
通して自己の能力及び資質向上に努めなければならないとしたものである。

【条文】

（会派）
第５条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
２　会派は、政策立案、政策提言等に関し、必要に応じ会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする

【解説】
議員は、議会活動を行うために、会派を結成することができる。政策立案や政策提言等について、合意形成するための調整に
取り組むことができることを定めるものである。

第６章 市民との関係（第１３条－第１６条）
第７章 議会改革の推進（第１７条）
第８章 政治倫理（第１８条）
第９章 議会事務局等（第１９条・第２０条）
第１０章 補則（第２１条・第２２条）
附則
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【条文】

　　第３章　議会運営の原則等
　　（議会運営の原則）
第６条　議会は、円滑かつ効率的な運営に努め、その役割を果たさなければならない。
２　議会運営委員会は、議会運営について協議し、調整するものとする。
３　常任委員会又は特別委員会は、それぞれの所管事項又は設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう運営されなければなら
ない。

【解説】
議会は、議案の審議又は審査を行うために円滑的かつ効率的な運営に努め、議会の機能をしっかり発揮し、その役割を果たし
ていくことを定めるものである。

【条文】

　　（議会の説明責任）
第７条　議会は、議会活動全般に関し、市民に対して説明する責務を有する。

【解説】
議会は、市民に対して説明責任があることを定めたものである。

【条文】

　　第４章　市長等との関係
　　（市長等との関係の基本原則）
第８条　議会は、二元代表制の下で、市長と共に市民代表として各々の権限を分かちつつ、緊張ある関係を保つよう努めなけれ
ばならない。

【解説】
二元代表制の下での議会と市長等との関係を定めた。
自立した機関としての役割を担い、チェック＆バランスに努め、自治体の重要事項は議会の権限として捉える。

【条文】

　　（政策立案及び政策提言）
第９条　議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、市長等に対し、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。

【解説】
自立した機関として、主導性ある議会を目指し、政策立案に主体的に関与していくことを定めるものである。

【条文】

　　第５章　議会の機能の強化
　　（議会の機能の強化）
第１０条　議会は、市長等への監視機能を常に意識し、議会の活性化に努めなければならない。

【解説】
議会の権限である監視機能を十分に発揮して、議会の活性化を図る。

【条文】

　　（地方自治法第９６条第２項の議決事件）
第１１条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件は、別に条例で定めるところ
　による。

【解説】
議会の権能を高めるための議会の議決事項の追加事件について別に条例で定める。（高砂市議会の議決すべき事件を定める条例

（平成25年高砂市条例第38号））

【条文】

　　（政務活動費）
第１２条　会派及び会派に属さない議員は、政務活動費を有効に活用しなければならない。
２　政務活動費に関しては、別に条例で定めるところによる。

【解説】
会派及び会派に属さない議員は、その役割を果たすため、政策立案能力等の向上に努力し、政務活動費を有効に活用すること
を定めたもの。
政務活動費に関することは別に条例で定める。（高砂市議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年高砂市条例第5号））

【条文】

　　第６章 市民との関係
　　（市民の議会への参画）
第１３条　議会は、市民が議会活動に参画する機会の確保に努めなければならない。
　（公聴会及び参考人）
第１４条　議会は、委員会において、公聴会及び参考人の制度を活用し、市民の意向の把握に努めなければならない。

【解説】
議会は、これまでも市民参加型の研修会や参考人制度、公聴会等のツールを用いて市民が議会活動に参画しやすくするために
努めてきた。今後も、その機会の確保に努力することを定めたものである。
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【条文】

　　（議会報告会）
第１５条　議会は、市民への報告と意見交換の場として、議会報告会を行う。
２　議会報告会に関することは、別に定める。

【解説】
市民への報告と意見交換の場として、議会報告会について定めるものである。
実施に関しては別に定める。

【条文】

　　（広報機能の充実）
第１６条　議会は、多様な媒体を用いて市民への情報提供に努めなければならない。

【解説】
議会は、市議会だより編集委員会を設置して定期的に「議会だより」を発行してきました。また、平成23年に本会議のインター
ネット録画の放映開始、平成24年には議会改革の取組内容を市のホームページに掲載しました。今後もそれらの充実やＳＮＳ等
の活用も検討していく考えである。
※ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）代表的な例として、ツイッター、フェイスブックなど。

【条文】

　　第７章　議会改革の推進
（議会改革）
第１７条　議会は、議会改革に継続的に取り組むようにしなければならない。

【解説】
平成24年3月定例会にて「議会改革検討特別委員会」を設置以来、議会が抱える多くの課題に取り組み、対策を検討し、結果を
残してきたことは自負できる。
今後も新たなスタートラインに立ち継続的に取り組むものとする。

【条文】

　　第８章　政治倫理
　　（政治倫理）
第１８条　議員は、高砂市議会議員政治倫理条例（平成５年高砂市条例第２９号）を遵守しなければならない。

【解説】
市民全体の奉仕者として、政治倫理の確立と向上に努め、誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、清廉で民主的な市政の
発展に寄与することを目的とし、平成5年12月「高砂市議会議員政治倫理条例」を制定した。
本条は、その義務と責任について定めたものである。

【条文】

　　第９章　議会事務局等
　　（議会事務局）
第１９条　議会は、政策立案及び政策提言の能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化
及び組織体制の整備を図るものとする。

【解説】
議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うためには、議会事務局の機能及び組織体制の強化が必要で
あることを定めたものである。

【条文】

　　（議会図書室）
第２０条　議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を管理し、その設備充実に努め、有効活用を図るものと
する。

【解説】
議会は、議員の調査研究に必要な図書等の充実と有効活用を図ることを定めたものである。

【条文】

　　第１０章　補則
　　（他の条例との関係）
第２１条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合にお
いては、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

【解説】
この条例は、他の条例等の制定、改廃においてはこの条例との整合を図ることを定めたものである。

【条文】

　　（検討）　　　　
第２２条　議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

【解説】
この条例は、必要に応じて見直し検討の措置について定めたものである。
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平成26年1月28日開催の建設環境経済常任委員会において、委員外議員も参加し、液状廃ＰＣＢ高温熱分
解処理施設などの安全向上策の検討について株式会社カネカ高砂工業所内で現場視察を行いました。

現場視察を行いました

日　　程／平成26年１月21日・22日

新ごみ焼却施設は、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町の2市2町での広域化で、2市2町のごみ減量化を
図り、焼却能力を430ｔ／日としています。処理場は高砂市（現美化センター）に建設されます。今回他市
での建設経過及び建設後の課題点等を今後の委員会審査に役立てるため、焼却能力が同規模で最近に稼働
している王禅寺処理センター（川崎市）、広域でのごみ処理施設（越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉
川市・松伏町）の５市１町で運営している東埼玉資源環境組合の越谷市第一工場ごみ処理施設を視察しま
した。

王禅寺処理センター（川崎市）
調査の項目は、施設の概要、排ガス等の自主管理基準
値、施設の運営方法、周辺環境整備（地元還元施設等含
む）の状況、ごみ処理方式（ストーカ炉）の選定経過、収
集車の安全性の確保（周辺環境含む）等について調査をし
ました。
特に周辺環境整備では、現在の王禅寺処理センターは以
前のごみ焼却場に隣接された位置であることから、地元自
治会に充分に説明をしながら施設を建設したことから特に
要望はなかったそうです。本市においてもその都度、関係
する自治会等に充分な説明が必要であり、参考にすべき点
がありました。

東埼玉資源環境組合（越谷市第一工場）
調査の項目は、施設の概要、排ガス等の自主管理基準
値、施設の運営方法、周辺環境整備（地元還元施設等含
む）、施設整備において配慮された点、費用負担割合（施
設建設段階・運営管理）、収集車の安全性の確保（周辺環
境含む）等について調査をしました。
特に昭和40年に広域での埼玉県東部清掃組合が設立さ
れ、平成11年に東埼玉資源環境組合に名称が変更されてい
ます。随分以前からごみ処理の広域化が実施されている
点、施設の特徴として、煙突高さは100ｍあり、80ｍの所
には360度関東平野を見渡せる展望台がありました。本市
においても参考になる点が多くありました。

広域ごみ処理施設対策特別委員会　行政視察報告

王禅寺処理センター（川崎市）

東埼玉資源環境組合（越谷市第一工場）
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